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第１章 計画の策定・改定の趣旨、位置付け

１ 計画の策定・改定の趣旨    

国においては、東日本大震災から得られた教訓を踏まえ、平時から必要な事前防災及び減災、

迅速な復旧復興等に係る施策を総合的かつ計画的に実施するため、平成２５年１２月に「強くし

なやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（以下「基本

法」という。）」が公布・施行され、平成２６年６月には、同法に基づく「国土強靱化基本計画（以

下「基本計画」という。）」が策定された。 

茨城県においても、市町村や関係機関相互の連携の下、県の強靱化に関する施策を総合的、

計画的に推進するための地域計画として、平成２９年２月に「茨城県国土強靱化計画」（以下

「県計画」という。）が策定された後、令和４年３月に改定されている。 

本市でも東日本大震災以降も台風や局地的豪雨などによる被害が発生しており、桜川市第

２次総合計画にて「安全安心な暮らしのまちづくり」を施策の大綱とし、災害や犯罪等に対し地

域一体となって備える、安全で安心して暮らすことができるまちづくりの推進に取り組んでいると

ころである。 

基本計画及び県計画の策定をうけ、本市においても、大規模自然災害等から市民の生命と

財産を守り、地域への致命的な被害を回避し、速やかな復旧復興に資する施策を計画的に推進

するために、「桜川市国土強靱化地域計画」（以下「本計画」という。）を令和２年３月に策定し

た後、令和６年４月に改定を行っている。 

本計画は、基本計画が令和５年７月に改定されたのを受けて、これまで推進してきた「〈機能

集約〉と〈多核連携〉による《集約連携型コンパクトシティ》」の形成とも連携を図りつつ、巨大地

震や豪雨等の大規模自然災害等に備え、「強さとしなやかさ」を有する市域の形成を総合的に

図るため、桜川市国土強靱化地域計画を改定するものである。 
 

２ 計画の位置付け 

（１）計画の位置付け 

本計画は、基本法第１３条に基づく国土強靱化地域計画として策定するものであり、国土強靱

化の観点から、本市の「桜川市総合計画」や「地域防災計画」をはじめとする様々な分野の計画

等の国土強靱化関連部分の指針

となるものである。 

 

（２）国及び県の計画との関係 

本計画は、基本法第 14条に基

づき、国の基本計画との調和を保

つものであり、また、県と市町村が

連携して強靱化施策を進めること

が有用であるため、本計画は、県

における強靱化施策と、本計画に

おける個別具体的施策との調整を行うことにより、地域の強靱化の更なる効果的な推進を図る
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といったように県計画と相互に調和を保つものである。 

 

（３）市地域防災計画との関係 

本市における災害への取り組みについて定めた計画としては、既に「桜川市地域防災計画」

がある。地域防災計画は、地震や風水害など、災害の種類ごとに防災に関する業務等を定める

ものであり、災害対策を実施する上での予防や発災後の応急対策、復旧等に視点を置いた計

画となっている。 

これに対して国土強靱化地域計画は、平時の備えを中心に、まちづくりの視点も合わせたハ

ード・ソフト両面での包括的な計画となるものである。 

両者は互いに密接な関係を持ちつつ、それぞれが自然災害の発生前後において必要とされ

る対応について定めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）計画期間 

国や茨城県における強靱化の状況、社会情勢の変化に応じた施策の推進が必要となること

から、計画期間は「国土強靱化基本計画」及び「茨城県国土強靱化計画」を踏まえ、５年間とす

る。 

※令和８年度（2026年度）から令和１２年度（2030年度）まで 
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第２章 桜川市における国土強靱化の基本的な考え方 

１ 本市の概況と災害の記録 

（１）位置と地勢 

本市は、総面積１８０．０６㎢（県内１５位）であり、首都圏から約７０ｋｍ圏内、茨城県の中西部

に位置し、北は栃木県真岡市・益子町・茂木町、東は笠間市・石岡市、西は筑西市、南はつくば

市と隣接している。 

北の高峯（５２０ｍ）・富谷山（３６５ｍ）、東の雨引山（４０９ｍ）・加波山（７０９ｍ）・足尾山（６２

７ｍ）から南の筑波山に連なる山々に囲まれている。 

平野部は、ほぼ中央を流れる桜川及び、桜川流域の豊かな水資源があるため、低地部には水

田が多く、台地部は畑等の農地となっている。また、上野沼、桝箕ヶ池、大池、つくし湖等の湖沼

では親水空間として活用されている。 

 

（２）地質 

本市の地質は、桜川東部の山岳において黒雲母花崗岩で形成され、桜川東部の土壌は、これ

らの風化による砂壌土である。丘陵地帯は洪積土、桜川沿岸低地帯は沖積土、桜川西部地帯は、

洪積火山灰で形成され、土壌は黒ボク土壌である。低地には、沖積世の砂塵や粘土が堆積して

いて、液状化しやすい土壌地帯となっている。 

 

（３）気候 

北に高峯や富谷山、東から南にかけて筑波山塊が連なっており、山々に囲まれている。また、

市の中央部を南北に流れている桜川流域には平野部が広がっているなど地形の変化に富んで

いる。気候は比較的温暖で、年間平均気温は、１３．５℃、年間平均降水量は１,３００ｍｍ程度で

ある。冬の晴れた日は北西からの冷たい乾いた風が吹き、朝の冷え込みは県内でも厳しい地域

で－１０℃以下になることもある。 

 

（４）社会条件 

本市を取り巻く社会経済情勢は近年大きく変化し、本格的な少子高齢社会、低成長社会を迎

えつつある。また、情報化・国際化、価値観の多様化は急速に進展しており、それに伴い住民の

暮らし方も変化している。 

こうした社会的・経済的構造の変化によって、本市において発生する災害も過去の災害とは様

相を異にし、複雑化と多様化の傾向を示すことが予想される。すなわち、単に自然環境のみから

起因するものとして認識されていた災害から、次第に人為的・社会的要因に大きく左右される災

害に変わってきつつある。 

さらに、本市は平成１７年１０月１日に岩瀬町・大和村・真壁町が合併し、「桜川市」としてスタ

ートしており、このような制度的な枠組みの変更も踏まえ、変わりつつある災害に的確に対処して

いくことが求められている。 

 

（５）人口 

令和７年１０月１日現在の本市の人口は３５，５４３人で減少傾向にある。「桜川市の統計概要



第２章 桜川市における国土強靱化の基本的な考え方 

4 

 

（令和６年度版）」から直近５か年の平均をみると、死亡数は出生数より約４８０人多く、転出は

転入より約２８０人多く、自然減と社会減が続いている状況である。 

本市の２０４０年（令和２２年）の人口は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将

来推計人口（２０１８年（平成３０年）３月推計）」によれば、２７，４５２人になると推計されている。 

「桜川市第２次総合計画 後期基本計画（令和４年３月）」では、本市の魅力を生かした雇用

を創出し、２０代・３０代の若年層の移住・定住を進めるとともに、結婚・出産・子育て支援を強化

することで出生数の増加を目指す施策に取り組むことにより、２０４０年（令和２２年）の目標人口

を３０，９７３人としている。 

 

出典：桜川市第２次総合計画 後期基本計画（令和 4年 3月） 

（６）産業 

本市の産業別就業人口割合は令和２年の国勢調査によると第１次産業が７．２％、第２次産

業が３４．７％、第３次産業が５８．１％であり、県全体と比較して第１次、２次産業従事者の割合が

高いのが特徴となっている。 

 

（７）災害の記録 

本市の災害の記録を顧みると、地震と風水害に大別され、なかでも東日本大震災では、死者

１人、負傷者８人の人的被害に加え、住家においても全壊や半壊、一部損壊などの甚大な被害

が発生した。 

 

 本市の主な過去の災害 

風水害 

年 号 種  類 市内の被害状況 

令和元年 台風第15号 家屋半壊1棟 

令和元年 台風第19号 死者1人、家屋半壊2棟、一部損壊82棟 
 

    地 震 

＜東日本大震災＞ 

  ・発 生 日：平成２３年３月１１日 

  ・震 源 地：三陸沖 

  ・最大震度：６弱※余震含む マグニチュード９．０ 
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  ・人的被害：死者１人、負傷者８人 

  ・住家被害：全壊３６棟、半壊６１１棟、一部損壊２，８１９棟 

  （参照：東日本大震災の記録～地震・津波災害編～（茨城県）） 

 

＜参考＞本市における被害想定等 

地 震 

地震想定 地震規模 市内の最大震度 

茨城県南部の地震 

（茨城県南部） 
Mw7.3 6弱 

茨城・埼玉県境の地震 

（茨城・埼玉県境） 
Mw7.3 5強 

 

県南部の地震                                県境の地震 

（参照：平成 30年 12月茨城県地震被害想定調査 詳細報告書） 

 

 被害想定 

茨城県南部の地震（茨城県南部）が冬・深夜に発生した場合の被害想定 

被害項目 被害想定 

建物被害 全壊・焼失７棟、半壊１３７棟 

人的被害 死者わずか、負傷者１９人（うち重傷者３人） 

電力被害 被災直後の停電件数１９，６５３軒（停電率０．８３） 

上水道被害 被災直後の断水人口３２，７９７人（断水率０．８４） 

下水道被害 被災直後の機能支障人口５，６００人（機能支障率０．８３） 

通信被害（固定電話） 被災直後の不通回線数５，８３２回線（不通回線率０．８３） 

通信被害（携帯電話） 被災１日後の不通ランクはＢ（つながりにくい） 
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被害項目 被害想定 

避難者 被災当日１，６７２人（避難所１，００３人、避難所外６６９人） 

被災１週間後４６８人（避難所２３４人、避難所外２３４人） 

被災１ヶ月後８０人（避難所２４人、避難所外５６人） 

災害廃棄物 合計３，７１９トン 

（コンクリートがら２，０５２トン、不燃物１，１８５トン、可燃物２６７トン、金

属１１５トン、柱角材１００トン） 

出典：桜川市地域防災計画【地震災害対策計画編】（令和２年３月） 

 

２ 本市における国土強靱化の基本目標 

本市においては、平成２３年３月の東日本大震災により甚大な被害を受けたほか、令和元年

台風１９号による被害など気象の急変に伴う局地的な災害が発生している。また、茨城県地震

被害想定調査の結果から、本市においても、県南部の地震により最大で震度６弱の地震が発生

するおそれがあることが明らかになっており、さらに首都直下型地震や南海トラフ地震の発生が

危惧される中で、令和４年には日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に指定

されている。 

令和６年能登半島地震をはじめとする過去の災害から得られた教訓を踏まえ、市では、地域

防災計画の見直しなど様々な対策を進めてきたところであるが、都市防災の推進に当たっては、

平時から「いつか必ずこのまちでも災害が起こる」という危機意識をもち、各種防災対策と強靱

化対策を計画的かつ総合的に講じていく必要がある。 

また、高度経済成長期以降に集中的に整備したインフラは、今後、老朽化が急速に進むと見

込まれており、長寿命化や計画的な更新により機能を適切に維持していく必要がある。 

このようなことから、いかなる大規模自然災害が発生しても市民の生命、財産を守り、経済社

会活動に致命的な被害を負わない「強さ」と、速やかに回復する「しなやかさ」を兼ね備えること

で、生活の安全がしっかりと確保され、安心して暮らし続ける社会の形成を目指していく。 

本市の強靱化を進めるにあたっては、国が基本計画に位置づけた国土強靱化の推進におけ

る４つの基本目標を踏まえて、次の４つを基本目標に位置づけ、「桜川市第２次総合計画」のま

ちづくりの理念である「ヤマザクラと市民の幸せが咲くまち 桜川」の実現に向け、関連施策を推

進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本目標】 

Ⅰ 人命の保護が最大限図られること 

Ⅱ 市政及び地域の重要な機能が致命的な障害を受けずに維持されること 

Ⅲ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化を図ること 

Ⅳ 迅速な復旧復興が図られること 
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３ 計画の対象とする災害 

本市に影響を及ぼすリスクとしては、自然災害の他に、大規模事故やテロ等も含めたあらゆる

事象が想定され得るが、国の基本計画が首都直下地震や日本海溝・千島海溝周辺海溝型地

震など、広域な範囲に甚大な被害をもたらす大規模自然災害を想定していることを踏まえ、本計

画においても、当面、大規模自然災害を対象とする。 

また、大規模自然災害の範囲については、基本目標に掲げる「人命の保護が最大限図られる

こと」及び「市政及び地域の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること」という観点

から、本市に甚大な被害をもたらすと想定される自然災害全般（地震、台風・竜巻・豪雨などの

風水害、林野火災等）とする。ただし、比較的影響が少ないと想定される火山による降灰、大雪

災害等の自然災害は、他市町村、周辺都県との連携の中で考慮していく。 

また、自然災害に起因する原子力災害への対応も重要な課題であるが、国の基本計画の動

向等を見ながら、今後の取扱いを検討する。 

 

 

                                       自然災害 

   

   

                                        

   

   

     

 

 

大規模事故、テロ災害 

 

４ 本市における国土強靱化を進める上で特に配慮すべき事項 

本市の強靱化を図る上で、基本計画に掲げる基本的な方針を踏まえつつ、特に以下の事項

に留意し、対策を進めていく。 

 

（１）社会構造の変化への対応等に係る事項 

○「自律・分散・協調」型の社会のシステムの形成につなげる視点を持つこと 

人口や経済活動、社会機能などの東京への一極集中からの脱却を図るなど、国土全体の

「自律・分散・協調」型の社会システムの確立に資するとともに、県内においても、それぞれの地

域や市町村の独自性を活かし、潜在力を引き出すことにより多様な地域社会を創り出す「自律・

分散・協調」型の社会システムの形成につなげる視点を持つものとする。 

 

○関係団体との連携体制の構築 

本市の強靱化に向け、国、県、近隣市町村、地域商社、地域事業者、地域団体やボランティア

等の民間団体等が、それぞれの役割を常に相互の連携を意識して取り組む体制を構築する。 

本市に関わりが深い 

大規模自然災害 

（地震、風水害、林野火災等） 
火山降灰、大雪等 

テロ災害等 原子力災害 

＜対象とする災害のイメージ＞ 

影
響
大 

影
響
小 
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○インフラの老朽化への対応 

高度成長期以降に集中的に整備したインフラは、今後、老朽化が急速に進むと見込まれてお

り、長寿命化や計画的な更新により機能を適切に維持していく。 

 

○デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化 

デジタル技術を用いて、地域社会の生産性や利便性を飛躍的に高め、産業や生活の質を大

きく向上させる力を最大限活用し、本市が直面する災害への対応力強化を図っていく。 

 

○人のつながりやコミュニティ機能の向上 

平時からの人のつながりが強靱な社会をつくることを念頭におき、人と人、人と地域、地域と

地域のつながりの再構築や、地域や目的等を同じくする様々なコミュニティの機能の向上を図っ

ていく。 

 

（２）効果的な施策の推進に係る事項 

ア 多層的な取り組み 

○複合的・長期的な視点による施策の推進 

施策の推進に当たっては、防災・減災等の視点に加え、経済成長や自然環境の保全、各種リ

スクを見据えた長期的な効率性・合理性の確保など、複合的・長期的視点を持って取り組んで

いく。 

 

○平時からの有効活用 

非常時の防災・減災等の効果を発揮するのみならず、その施設や取り組みが平時に持つ意味

を考慮して、日頃から有効に活用される対策となるよう工夫していく。 

 

○ハード対策とソフト対策の組み合わせによる総合的な取り組み 

想定される被害や地域の実状等に応じて、ハード対策とソフト対策を効果的に組み合わせる

ことにより、総合的な取り組みを進めていく。 

 

イ 各主体の連携 

○広域連携体制の構築 

広域的な災害に対応するため、県や近隣自治体との相互応援体制の整備を進め、災害時の

支援物資の確保や緊急消防援助隊等の受入体制の整備に努める。 

 

○民間投資の活用 

民間事業者への情報の徹底した提供・共有や連携（広報・普及啓発、協議会の設置等）によ

り、民間事業者の自主的な設備投資等を促すとともに、PPP／PFI を活用したインフラ整備や老

朽化対策を進めるほか、民間の投資を一層誘発する仕組みを具体化していく。 
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ウ 人づくり 

○防災人材の育成と確保 

地域の防災力を強化するため、災害から得られた教訓などを基に、災害発生時に自らの判断

で的確な行動をすることができる知識、知恵及び技術を持った人材や、次世代の地域防災の担

い手となる人材の育成と確保を図っていく。 

 

エ 重点化及び進捗管理 

施策の重点化や進捗管理（ＰＤＣＡサイクル）を通じて、本計画に基づく施策の推進及び見直し

を行うとともに、本市の強靱化に関わる各主体間で中長期的な方針を共有し、短期から長期の時

間管理概念を持った計画的な取り組みを推進していく。 
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第３章 脆弱性評価 

１ 脆弱性評価の考え方 

本市における大規模自然災害等に対する脆弱性評価は、大規模自然災害による甚大な被害

を回避するために、現在の施策で足りるのかどうか、どこに脆弱性があるのかを明らかにするた

めに実施するものである。 

施策の現状分析・評価を行うことにより、本市における国土強靱化に必要な施策を効率的、

効果的に実施することにつながることから、国土強靱化を推進する上で必要不可欠なプロセス

である。 

脆弱性評価は、国が実施した手法を参考に、①想定するリスクの設定、②「事前に備えるべき

目標」及び「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」の設定、③リスクシナリオを回避す

るために必要な施策分野の設定、④リスクシナリオを回避するための現状分析・評価という手順

により脆弱性評価を行い、強靱化のための推進方針を策定するものである。 

 

     

 

     

     

     

 

    

   

  

① 想定するリスクの設定  （自然災害全般） 

② 事前に備えるべき目標及びリスクシナリオの設定 

③ リスクシナリオを回避するために必要な施策分野の設定 

④ リスクシナリオを回避するための現状分析・評価 
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２ 「事前に備えるべき目標」と「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」の設定 

国の基本計画においては、６つの「事前に備えるべき目標」と、その目標の妨げとなるものとし

て、３５の「リスクシナリオ」を設定して評価を行ったが、本市においては、これを参考に、６つの事

前に備えるべき目標と２７のリスクシナリオを次のとおり設定した。 

 

【参考】国のリスクシナリオから、本市では採用しなかった又は統合したリスクシナリオ 

国のリスクシナリオ 本市のリスクシナリオ等 

1-3 
広域にわたる大規模津波等による多
数の死傷者の発生 

－ 本市は海に面していないため該当しない 

1-6 
火山噴火や火山噴出物の流出等によ
る多数の死者数の発生 

－ 本市は該当しない 

1-7 
暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者
の発生 

－ 本市は該当しない 

3-2 
首都圏での中央官庁機能の機能不
全 

－ 
今後、関東地方における首都圏のバックア
ップ機能を検討していくため、当面、採用を
見送る。 

4-3 
海上輸送の機能停止による海外貿
易、複数空港の同時被災による国際
航空輸送への甚大な影響 

－ 
本市は海に面しておらず、また空港も無い
ため該当しない 

4-4 
金融サービス、郵便等の機能停止によ
る国民生活・商取引等への甚大な影
響 

－ 
金融・郵便事業に関し、該当する市施策が
ないため、当面、採用を見送る 

4-6 
異常渇水等による用水供給途絶に伴
う、生産活動への甚大な影響 

－ 
本市の工業用水は、県西広域工業用水道
事業により供給されているため該当しない 

※ 上記以外の国のリスクシナリオについては、本市においても概ね同様に設定 

 

事前に備え 

るべき目標 
起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

1 

あらゆる自然
災害に対し、
市民等の直接
死を最大限防
ぐ 

1-1 
大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の大規

模倒壊による多数の死傷者の発生 

1-2 
地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発

生  

1-3 

突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸水による

多数の死傷者の発生（ため池の損壊によるものや、防災インフラの

損壊・機能不全等による洪水等に対する脆弱な防災能力の長期化

に伴うものを含む） 

1-4 
大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊な

ど）等による多数の死傷者の発生 

2 

救助・救急、医
療活動等が迅
速に行われる
とともに、被災
者等の健康・
避難生活環境
を確実に確保
することによ
り、関連死を最
大限防ぐ 

2-1 
自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不

足  

2-2 
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネ

ルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

2-3 
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災

者の健康・心理状態の悪化による災害関連死の発生 

2-4 
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネル

ギー供給の停止 

2-5 想定を超える大量の帰宅困難者等の発生による混乱 

2-6 大規模な自然災害と感染症との同時発生 
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事前に備え 

るべき目標 
起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

3 
必要不可欠な
行政機能は確
保する 

3-1 
被災による警察機能の大幅な低下等による治安の悪化、社会の混

乱  

3-2 市の職員･施設等の被災による機能の大幅な低下 

4 
経済活動を機
能不全に陥ら
せない 

4-1 
サプライチェーンの寸断等による市内企業の生産力低下による社会

活動の維持への甚大な影響 

4-2 
高圧ガス施設等の重要な産業施設の火災、爆発等に伴う有害物質

等の大規模拡散・流出 

4-3 
食料等の安定供給の停滞に伴う、市民生活・社会経済活動への甚

大な影響  

4-4 
農地・森林や生態系等の被害に伴う市域の荒廃・多面的機能の低

下 

5 

情報通信サー
ビス、電力等ラ
イフライン、燃
料供給関連施
設、交通ネット
ワーク等の被
害を最小限に
とどめるととも
に、早期に復
旧させる 

5-1 

テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネッ

ト・SNSなど、災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の

収集・伝達ができず避難行動や救助・支援が遅れる事態 

5-2 
電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大規模に

わたる機能の停止 

5-3 
都市ガス供給・石油・ＬＰガス等の燃料供給施設等の長期間にわた

る機能の停止  

5-4 上下水道施設の長期間にわたる機能停止 

5-5 
基幹的交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影

響  

6 

社会・経済が
迅速かつ従前
より強靱な姿
で復興できる
条件を整備す
る 

6-1 
自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地

域合意の欠如等により、復興が大幅に遅れ地域が衰退する事態 

6-2 

災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボ

ランティア、NPO、企業、労働者、地域に精通した技術者等）の不足

等により復興できなくなる事態 

6-3 
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れ

る事態  

6-4 
事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備等が進ま

ず復興が大幅に遅れる事態  

6-5 
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等によ

る有形・無形の文化の衰退・損失 

6-6 
風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等によ

る桜川市経済への甚大な影響 
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３ 施策分野の設定（個別施策分野・横断的分野） 

国の基本計画においては、１２の個別施策分野と６つの横断的分野を設定して評価を行った

が、本市においては、これを参考に、７つの個別施策分野と６つの横断的分野を設定した。 

  

   個別施策分野                                横断的分野    

    

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】国の横断的施策分野「Ｅ研究開発」に、本市では文化財保全を加えている 

 

【参考】国の個別施策分野から、本市では採用しなかった又は統合した個別施策分野 

国の個別施策分野 本市の個別施策分野 統合等の理由 

②住宅・都市 ②住宅・都市・住環境 
市施策において、環境、土地利用分
野と関連が深いため統合 

④エネルギー ④産業・エネルギー 
市施策において、産業構造分野と関
連が深いため統合 

⑤金融 （採用見送り） 
該当する市施策がないため、当面、採
用を見送る。 

⑥情報通信 ⑤情報通信・交通・物流 
市施策において、交通・物流分野と関
連が深いため統合 

⑦産業構造 （④へ統合） 
市施策において、エネルギー分野との
関連が深いため統合 

⑧交通・物流 （⑤へ統合） 
市施策において、情報通信分野と関
連が深いため統合 

⑪環境 （②へ統合） 市施策において、住宅・都市分野との
関連が深いため統合 ⑫土地利用（国土利用） （②へ統合） 

※ 国の個別施策分野のうち、①行政機能／警察・消防／防災教育等、③保健医療・福祉、⑨農

林水産、⑩国土保全は、本市においても同様に設定 

① 行政機能／警察・消防／防災教育等 

③ 保健医療・福祉 

② 住宅・都市・住環境 

④ 産業・エネルギー 

⑦ 国土保全 

⑤ 情報通信・交通・物流 

⑥ 農林水産 

Ａ リスクコミュニケーション 

Ｄ 老朽化対策 

Ｅ 文化財保全・研究開発 

Ｂ 人材育成 

Ｃ 官民連携 

Ｆ デジタル活用 
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４ 脆弱性評価の実施 

２７のリスクシナリオごとに、それを回避するための現行の施策を抽出し、施策ごとの達成度や

進捗度などを踏まえて、現行の取り組みで対応が十分かどうか、脆弱性の分析・評価を実施し

た。 

併せて、施策分野ごとの取り組み状況が明確になるよう、施策分野ごとに整理した。 

 

５ 脆弱性評価の結果 

（１）ハード対策とソフト対策の適切な組合せによる施策の推進 

防災・減災対策など、強靱化に資する取り組みについては、既に実施されているものもあるが、

進捗状況等の観点から、未だ不十分な状況である。 

本計画に掲げる基本目標を達成し、強靱な地域づくりの実現のために、ハード対策とソフト対

策を適切に組み合わせ、施策を推進する必要がある。 

 

（２）関係機関等との連携 

強靱化に資する取り組みにおいて、個々の施策の実施主体は、市だけでなく、国や県、民間事

業者・団体など多岐にわたることから、各実施主体との情報共有や各主体間の連携を強化する

必要がある。 

 

（３）リスクシナリオごと及び施策分野ごとの脆弱性評価の結果 

リスクシナリオごとの脆弱性評価の結果は、別紙２のとおり。 

また、施策分野ごとの脆弱性評価の結果は、別紙３のとおり。 
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第４章 本市における国土強靱化の推進方針 

１ 個別施策分野の推進方針   

① 行政機能／警察・
消防／防災教育等 

③ 保健医療・福祉 
⑤ 情報通信・交通・ 

物流 
⑦ 国土保全 

② 住宅・都市・住環境 ④ 産業・エネルギー ⑥ 農林水産 － 

 

【推進方針】①-1（市の防災拠点機能の確保） 

  ○市庁舎は、市民の安全を守る防災拠点として、耐震基準を満たし、大規模災害時でも 72

時間業務継続が可能な非常用発電を備え、自衛隊などの災害派遣の受け入れが可能と

なる新庁舎を整備する。 

○災害対策本部員、災害対策本部事務局職員をはじめ、市職員の災害対応力強化及び防

災意識向上のための訓練を、定期的に実施する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 1-1 

大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集

まる施設等の大規模倒壊による多数の死傷者の

発生 

3-2 市の職員･施設等の被災による機能の大幅な低下  

【推進方針】①-2（災害情報の収集、伝達体制の確保） 

  ○住民への情報伝達手段として、防災行政無線、市公式の SNS（LINE、Facebook、X）、

市ホームページ等の様々な媒体の活用を促進するとともに、これらを適切に運用し事象に

応じた災害情報を伝える体制を築く。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
５－１ 

テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害に

より、インターネット・ＳＮＳなど、災害時に活用する

情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達が

できず避難行動や救助・支援が遅れる事態 

【推進方針】①-３（物資、資機材等の備蓄、調達体制の整備） 

  ○大規模災害発生時には応急復旧に必要な資機材等が不足することが懸念されるので、

資機材を備蓄し定期的に点検、整備を行うとともに県内外の他市町村との相互応援体制

の構築を図る。 

○避難が長期化する大規模災害発生の際には多くの方が避難することになるため、食料や

生活必需品等の備蓄数量を計画的に確保するとともに、適宜、備蓄状況を公表する。ま

た、災害時には避難所のトイレが使用できなくなることが想定されるので非常用トイレの

整備を行う。 

○避難が長期化し、市が備蓄している物資だけでは対応が困難となる状況を踏まえ、他自

治体や民間企業との協定を活用し、安定的な物資提供の確保に努める。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
２－４ 

被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関

わる物資・エネルギー供給の停止 
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２－５ 
想定を超える大量の帰宅困難者等の発生による

混乱  

【推進方針】①-４（広域連携体制の整備） 

  ○災害発生時には地域の中心となり活動にあたる消防団や、各広域関係機関との連絡体

制を平時より十分に整えておく。 

○関係医療機関との連携を強化し、広域消防との救急体制及び通信連絡体制の構築を図

る。 

○大規模災害の発生時には、救助・救急活動の不足が懸念される。その課題を避けるため

に、災害時相互応援協定等を活用するとともに、自衛隊など各機関からの応援を受け入

れるための受援計画を策定し、円滑な活動ができる体制を整備する。さらに、近隣市町村

も同時に被災する可能性が高いことを踏まえ、広域的な災害活動の強化が求められるた

め、応援要請などについて県に対し積極的に働きかけていく。 

○土石流発生危険予測渓流には、重点的に県の砂防工事の施工を支援して、土石流の流

下を未然に防止するよう強力に事業を推進するとともに、危険予想地域に警報の伝達・

避難等の措置が緊急時に際して適切な措置が行われるよう整備しておく。 

○市、警察、消防機関は、平時から防災に関する情報の収集に努めるとともに、災害発生の

危険性がある地域を把握し、情報を共有することを推進する。 

○広域消防との連携を強化し、必要な消防職員の確保及び技術向上に努めるとともに、消

防施設の整備を推進し、常備消防力の向上を図る。 

○災害対応において「自助・共助・公助」のうち、特に自助・共助が重要であることから、自

主（地区）防災組織の結成及び充実に向けた取り組みを促進する。 

○大規模災害時等における迅速な被災者支援体制を確保するため、茨城県と県内市町村

が共同で構築した罹災証明書や被災者台帳の作成機能を有する「被災者生活再建支

援システム」を、県管理の下に運用する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) １－１ 

大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集

まる施設等の大規模倒壊による多数の死傷者の

発生 

１－４ 

大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、

天然ダムの決壊など）等による多数の死傷者の発

生 

２－１ 
自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急

活動等の絶対的不足 

３－１ 
被災による警察機能の大幅な低下等による治安

の悪化、社会の混乱 

【推進方針】①-５（施設の復旧・復興を担う人材の育成・確保） 

  ○災害救助・救命資機材については消防、警察、県が中心に整備を進めているが、これらの

機関で保有することが困難なものがある場合は、市と関係機関とで協議し、整備・備蓄に

努める。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
６－２ 

災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コ

ーディネーター、ボランティア、NPO、企業、労働者、
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地域に精通した技術者等）の不足等により復興で

きなくなる事態 

【推進方針】①-６（警察・消防等の防災拠点機能の確保） 

  ○消防設備については、複雑化・多様化する災害に対応し、大規模災害に備えて効果的に

活動できるよう、充実と強化に努める。 

○災害現場では、情報の伝達を迅速かつ的確に行う必要があるため、消防通信施設の整

備を充実させる。 

○災害時の防災拠点となる学校施設の耐震化率は、平成２７年度時点で１００％を達成して

いる。学校施設は、大規模災害時に地域住民の避難所として機能し、安全を確保する上

で重要な役割を果たしている。そのため、適切な維持管理に引き続き取り組む。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) １－１ 
大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集

まる施設等の大規模倒壊による多数の死傷者の

発生 

１－２ 
地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による

多数の死傷者の発生 

２－１ 
自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急

活動等の絶対的不足 

【推進方針】①-７（学校施設の機能強化） 

  ○学校施設は、児童・生徒の学習・生活の場であるとともに、非常災害時には地域住民の避

難所としての役割も果たすことから、近年の急激な気候変動や高齢化の進行などへの対

応も視野に入れ、その安全性の確保と防災機能の強化を図ることは極めて重要である。

このため、避難所として備えるべき機能として、体育館等への空調機器の整備が求められ

ていることから、優先順位を検討した上で、整備していく。  

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) １－１ 

大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集

まる施設等の大規模倒壊による多数の死傷者の

発生 

【推進方針】①-８（学校施設の耐震化） 

  ○学校施設は大規模災害時に重要な役割を果たす避難所に利用されることから、耐震性を

維持する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) １－１ 

大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集

まる施設等の大規模倒壊による多数の死傷者の

発生 

【推進方針】①-９（学校施設の老朽化対策） 

  ○校舎・園舎等の老朽化が進み、修繕を必要とする箇所が多岐にわたり増えている。学校

施設における児童・生徒の安全確保、建築物の被害軽減を図るため、計画的な修繕、改

修による長寿命化を図り、安全性、快適性の高い学校施設を確保していく。 

※文部科学省 学校施設環境改善交付金等を活用 

※やまと認定こども園はＲ５の洪水ハザードマップにより、浸水想定区域になっていること

から、園舎を移設し児童の安全を確保する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
１－１ 

大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集

まる施設等の大規模倒壊による多数の死傷者の
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発生 

【推進方針】①-１０（小学校・中学校・義務教育学校における防災教育） 

  ○児童・生徒及び教職員に対する防災教育や地震・火災を想定して地域や防災機関と連

携した避難訓練、保護者への引き渡し訓練を引き続き実施する。 

〇市内小中・義務教育学校において、防災担当職員による出前講座（防災授業）を実施し、

児童・生徒やその保護者の防災意識向上に繋がる取り組みを行う。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 1-1 

大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集

まる施設等の大規模倒壊による多数の死傷者の

発生 

1-2 
地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による

多数の死傷者の発生 

【推進方針】①-１１（地域防災力の強化） 

  ○地域の防災力を高めるために自主（地区）防災組織の結成、育成を推進していく。 

○自主（地区）防災組織の育成を推進するとともに、建設業団体との協定を通じて、迅速な

復旧が可能となる体制を整備する。 

○火災予防週間などの機会を活用し、市民への防火意識の向上を積極的に図るとともに、

平時から火災の未然防止に努める。 

○消防団は、今後も地域防災力を維持していくために、桜川市消防団組織再編計画（令和

７年２月）に基づき、新たな組織体制の構築を図る。 

○消防団が活動するために必要な救助用資機材搭載型消防ポンプ自動車等や、車庫・詰

所等、車両や施設を優先順位を定めた上で更新する。 

○大規模災害時には、消火栓が使用できなくなったり、消防車両の到着が遅れたりすること

が想定される。そのため、住民による初期消火活動が積極的に行われるよう指導する。 

○自分の生命や財産は自分で守るという自助の考え方を踏まえ、緊急時に一人ひとりが正

しい判断で行動できるよう防災意識の向上に努める。 

○本市独自の取り組みである桜川市防災安全士（桜ＢＢ）の養成を推進し、災害時に必要

な知識や技能を持つ人材を確保する。 

○避難所を単位とした、地区防災計画の策定を推進する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) ６－1 

自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前

復興ビジョンや地域合意の欠如等により、復興が

大幅に遅れ地域が衰退する事態 

６－2 

災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コ

ーディネーター、ボランティア、NPO、企業、労働者、

地域に精通した技術者等）の不足等により復興で

きなくなる事態 

【推進方針】①-１２（防災ＤＸの推進） 

  ○防災関連業務において、ウェブ会議の活用、会議のリアルタイム配信、業務用アプリケー

ションの導入などを通じて、防災ＤＸを推進し、業務の効率化を図る。 
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○大規模災害時等における迅速な被災者支援体制を確保するため、茨城県と県内市町村

が共同で構築した罹災証明書や被災者台帳の作成機能を有する「被災者生活再建支

援システム」を、県管理の下に運用する。（再掲） 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
３－２ 市の職員･施設等の被災による機能の大幅な低下 

【推進方針】①-１３（交通事故等の回避対策） 

  ○警察及び関係機関の指示のもと、交通安全団体組織による避難誘導や交通整理等の補

助員として、対応できるよう連携を図る。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
３－１ 

被災による警察機能の大幅な低下等による治安

の悪化、社会の混乱 
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① 行政機能／警察・
消防／防災教育等 

③ 保健医療・福祉 
⑤ 情報通信・交通・ 

物流 
⑦ 国土保全 

② 住宅・都市・住環境 ④ 産業・エネルギー ⑥ 農林水産 － 

 

【推進方針】②-1（住宅、建築物等の耐震化） 

 ○特定建築物の耐震化の促進 

市は県と連携し、所有者への働きかけ等を通して、建築物の耐震改修の促進に関する法

律に基づく特定建築物（一定規模以上の建築物で不特定多数の者が利用するもの）の

耐震化の促進に努める。 

○住宅の耐震化の促進 

市は県と連携し、耐震診断等に関する国庫補助金等を活用した事業を実施することによ

り住宅の耐震化を促進する。 

○不燃性及び耐震性を有する建築物の建築促進対策 

政府系統資金を導入した融資の斡旋と、民間資金の利用により、耐火、耐震性を有する

建築物の整備促進を図る。 

※新耐震基準 

震度５強程度の地震でほとんど損傷するおそれがなく、震度６強～７に達する程度の地震

で倒壊・崩壊するおそれがない強度を求めるための基準で、昭和５６年６月１日以降に建

築した建築物に適用されるもの。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) １－１ 

大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集

まる施設等の大規模倒壊による多数の死傷者の

発生 

【推進方針】②-2（市街地整備等） 

 ○市街地における大規模な地震災害と、これに伴う同時多発火災が発生した場合の避難

場所及び火災延焼防止帯として機能するほか、救護活動等の拠点として利用でき、有効

かつ多様な役割を果たす都市公園、緑地の整備を推進する。 

○市内には、いわゆる人口集中地区（ＤＩＤ地区）は存在しない。一方で、伝統的建造物群

保存地区では木造の古民家が密集していることから、消防水利の不足、進入路の狭隘等

消防活動上の課題を整理した伝統的建造物群保存地区防災計画を策定し、消防当局と

の連携を図りつつ、各種防災施設等の整備を推進する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) １－１ 

大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集

まる施設等の大規模倒壊による多数の死傷者の

発生 

１－２ 
地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による

多数の死傷者の発生 

【推進方針】②-3（防火対策） 

 ○災害時の緊急活動を支える幹線道路の整備や、地域住民の円滑な避難を確保するため

の避難路となる道路の整備を推進する。その際、都市の構造、交通及び防災等を総合的
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に検討し、特にその効果の著しい広幅員の道路については緊急性の高いものから整備を

促進する。 

○道路・公園・河川・砂防等の公共施設管理者は、その施設整備に当たり、災害の拡大防

止や安全な避難地・避難路確保等のオープンスペースとしての機能に配慮した整備に努

める。 

○公営住宅等については、不燃化を促進し、周辺環境を考慮した住宅団地そのものの防災

面での強化を図るとともに、地域の防災拠点として利用できるよう、配置及び機能等を考

慮した住宅団地造りを推進する。 

○文化財の管理者は、防災施設・設備（収蔵庫、火災報知器、消火栓、貯水槽等）の整備促

進を図る。また、必要に応じて、文化財の所在の明確化及び見学者に対しての、防火のた

めの標識の設置等を検討する。 

○林野火災予防のために関係機関と連携して、林野火災の多い時期には特に注意喚起を

する。 

○林野周辺住民や登山者等への防火意識の向上を図るため、広報活動や林野火災防ぎょ

訓練を継続して行う。 

○防火林道、防火森林の整備等に努めるとともに、火災に関する警報発令中の火の使用制

限の徹底を図り、多発時期等における監視パトロール等の強化、火入れを行う者に対する

適切な対応等に努める。 

○消防機関及び事業者は、防火管理に関する講習会を開催するなど防火管理体制の充実

を図る。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
１－２ 

地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による

多数の死傷者の発生 

６－１ 

自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前

復興ビジョンや地域合意の欠如等により、復興が

大幅に遅れ地域が衰退する事態 

【推進方針】②-4（上下水道施設の耐震化等） 

  ○水道は、災害時でも安定した給水を確保することが求められている重要な社会インフラで

あることから、長期間にわたる供給停止を防ぐために、基幹管路等水道施設の老朽化対

策及び耐震化を着実に進める。 

○水道の施設設備や水道管路等の老朽化や耐震化対策、技術者の確保などを効果的、効

率的に進められるよう水道事業の広域連携を推進する。 

○下水道施設の下水道ＢＣＰは、策定率（簡易版）１００％であるが、災害時における対応訓

練を重ねながら継続的に見直し、内容の充実を図る。 

○農業集落排水施設の最適整備構想に基づき、老朽化対策や耐震化を進める。 

○下水道ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の改築更新及び長寿命化対策工

事を進める。 

○地震などの災害に強いとされている浄化槽について、使用者による適切な維持管理と老

朽化した浄化槽の更新を促す。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
５－４ 上下水道施設の長期間にわたる機能停止 
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【推進方針】②-5（被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止） 

 ○各家庭における生活必需品や食糧の備蓄確保を促進する。 

○災害発生時に被災者へ飲料水等を速やかに供給するためには、備蓄数量を計画的に確

保するとともに、事業者等との協定に基づき流通備蓄を活用することに努める。 

〇市内の生産者や事業者と密接な関係を持つ地域商社を仲介役として、災害発生直後の

迅速な食料の調達スキームを確立する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
２－４ 

被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関

わる物資・エネルギー供給の停止 

【推進方針】②-6（老朽・空き家対策） 

   ○犯罪の温床となるおそれのある空き家については、所有者に対して適正管理の要請に努

める。 

○適正な管理と利活用に向け、空き家などの建物管理・活用に関する意向調査を行うととも

に、空家等活用促進指針に基づく空家等活用促進区域において重点的に空家の活用を

進める。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) １－１ 

大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集

まる施設等の大規模倒壊による多数の死傷者の

発生 

６－５ 

貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニ

ティの崩壊等による有形・無形の文化の衰退・損

失 

【推進方針】②-7（災害廃棄物対策） 

  ○膨大な量の災害廃棄物が発生するため市内複数箇所に仮置場を確保し、必要な重機、

運搬車両など、災害廃棄物を可能な限り迅速に処理するため、桜川市災害廃棄物処理

計画に基づき適正に処理する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
６－３ 

大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により

復興が大幅に遅れる事態 

【推進方針】②-8（自然災害を考慮した土地利用等） 

 ○災害の発生に伴う地すべり、がけ崩れ等の地盤災害を事前に防止するため、危険地域の

実態を把握し、危険な箇所における必要な災害防止策を実施するとともに、地盤の液状

化を招く宅地造成工事の規制を行う。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) １－４ 

大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、

天然ダムの決壊など）等による多数の死傷者の発

生 

４－４ 
農地・森林や生態系等の被害に伴う市域の荒廃・

多面的機能の低下 
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【推進方針】②-9（伝統的建造物群保存地区の保存） 

 ○伝統的建造物群保存地区における火災、地震等の各種災害による被害拡大を防ぐため、

伝統的建造物群保存地区防災計画を策定し、消防当局との連携を図りつつ、各種防災

施設等の整備を推進する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
１－２ 

地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による

多数の死傷者の発生 

６－５ 

貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニ

ティの崩壊等による有形・無形の文化の衰退・損

失 

【推進方針】②-10（地籍整備の推進及び所有者不明土地に関する調査） 

 ○災害後の円滑な復旧・復興を確保するためには、土地境界等を明確にしておくことが重

要であるため、地籍調査等により、更なる地籍整備を推進する。 

○大規模災害時における土地の有効活用が図られるよう、県などとも連携を図りながら所

有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく制度の周知に努める。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
６－４ 

事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等

の整備等が進まず復興が大幅に遅れる事態 

【推進方針】②-11（仮設住宅の迅速な建設に向けた体制強化） 

 ○応急仮設住宅の建設候補地における建設の実現性を考慮した見直しと、定期的な候補

地台帳の更新を図る。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
６－４ 

事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等

の整備等が進まず復興が大幅に遅れる事態 

【推進方針】②-12（既存ストックの活用による被災者向け住宅の確保） 

 ○被災者が早期に住居を確保することができるよう、公営住宅等の情報を迅速に把握し、

既存ストックの活用を図ることができる体制を整備する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
６－４ 

事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等

の整備等が進まず復興が大幅に遅れる事態 

【推進方針】②-13（自宅居住による生活再建の促進） 

 ○自宅居住による生活再建を促進するため、被災住宅の応急修理を適確かつ迅速にでき

る体制を構築する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
６－４ 

事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等

の整備等が進まず復興が大幅に遅れる事態 

【推進方針】②-14（多様な生態系の保全・再生の促進） 

 ○市域の山地の多くは、水郷筑波国定公園に指定されており、そのふもとに広がる田園地

帯や桜川、ため池等と一体となって多様な生態系を有していることから、各管理者等との

連携をはじめ、桜川改修期成同盟会等の活動に基づく多面的な取り組みにより生態系の
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保全・再生に努める。   

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
４－４ 

農地・森林や生態系等の被害に伴う市域の荒廃・

多面的機能の低下 
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① 行政機能／警察・

消防／防災教育等 
③ 保健医療・福祉 

⑤ 情報通信・交通・ 

物流 
⑦ 国土保全 

② 住宅・都市・住環境 ④ 産業・エネルギー ⑥ 農林水産 － 

 

【推進方針】③-1（医療救護施設等の機能強化） 

  ○医療救護施設等は、災害時に建築物の倒壊等を未然に防止するため、法令等に従い、必

要に応じて耐震化に努めるものとし、災害時における電力供給の途絶に備え、燃料タンク

や自家発電装置の設置を推進する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) ２－２ 

医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ル

ートの途絶、エネルギー供給の途絶による医療機

能の麻痺 

【推進方針】③-2（医療救護活動の体制強化） 

  ○災害時における医師や看護師等の派遣をはじめとした医療救護活動について、医療関係

団体との協定の締結を進めることにより協力体制の強化に努める。医療関係団体は、市

が実施する防災訓練に積極的に参加するものとする。さらに、協議会の設置又は会議等

を通じ、平時より相互の連携に努める。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) ２－２ 

医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ル

ートの途絶、エネルギー供給の途絶による医療機

能の麻痺 

2-6 大規模な自然災害と感染症との同時発生 

【推進方針】③-3（地域の医療機関の連携） 

  ○広域的かつ大規模な災害時には、負傷者が大量に発生し、応急処置・搬送・治療能力等

を上回るおそれがあることから、地域の医療機関の活用を含めた適切な医療機能の提供

の在り方について検討する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) ２－２ 

医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ル

ートの途絶、エネルギー供給の途絶による医療機

能の麻痺 

2-6 大規模な自然災害と感染症との同時発生 

【推進方針】③-4（医薬品等の供給体制の整備） 

  ○緊急時における医薬品等の供給のための連絡体制について、医療機関への周知を図り、

災害時における救急医療への対応に備える。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) ２－２ 

医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ル

ートの途絶、エネルギー供給の途絶による医療機

能の麻痺 

【推進方針】③-5（避難行動要支援者対策） 

○災害時の利用状況を考慮し、避難所の適正配置と充実に努め、市民が安全に避難でき
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  るよう所在地の周知徹底を図るとともに、必要な案内看板等の設置を進める。 

○避難行動要支援者の避難支援を迅速かつ的確に行うため、平時から要支援者に関する

情報の把握、防災情報の伝達手段、伝達体制の整備及び避難誘導等の支援体制を確立

する。 

○路面の平坦性や有効幅員を確保した避難路の整備、車いすにも支障のない出入口のあ

る避難所の整備、明るく大きめの文字を用いた防災標識の設置等、要配慮者に配慮した

防災基盤整備を促進していく。 

○市や行政区においては、自主（地区）防災組織、民生委員児童委員・支援協力者等が連

携し、発災時に自助、共助により安否確認や避難を実施する必要性があることから、要支

援者が迅速に避難できるよう、避難行動要支援者避難行動計画（全体計画・個別計画）

に基づき、平時から円滑な支援体制を確立する。 

○学校施設が罹災あるいは地域の避難施設となり、通常の教育ができなくなった場合は、

教育関連機関や防災担当部局等が緊密に連携し、児童・生徒の安全及び教育の確保を

する。 

○巡回相談チームの編成を想定し、健康状態の把握、適切な保健指導が実施できるよう共

有し、子ども、高齢者や外国人等にも配慮した総合的な支援体制を整える。また、関係機

関と連携し、予防接種の必要性を周知するとともに、感染症の発生やまん延を防止し、公

衆衛生の維持向上に努める。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) １－１ 

大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集

まる施設等の大規模倒壊による多数の死傷者の

発生 

１－２ 
地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による

多数の死傷者の発生 

１－３ 

突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街

地等の浸水による多数の死傷者の発生（ため池の

損壊によるものや、防災インフラの損壊・機能不全

等による洪水等に対する脆弱な防災能力の長期

化に伴うものを含む） 

【推進方針】③-６（要配慮者利用施設における避難確保計画の策定等促進） 

  ○市内の要配慮者利用施設に対し、県などと連携を図り、水防法等に基づく避難確保計画

の作成や避難訓練の実施を促進するとともに、タイムラインの作成や多様な防災関係機

関との連携を通じて、各種訓練の実施を支援する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) ２－３ 

劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたら

す、多数の被災者の健康・心理状態の悪化による

災害関連死の発生 
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① 行政機能／警察・

消防／防災教育等 
③ 保健医療・福祉 

⑤ 情報通信・交通・ 

物流 
⑦ 国土保全 

② 住宅・都市・住環境 ④ 産業・エネルギー ⑥ 農林水産 － 

 

【推進方針】④-1（市内事業者における事業継続計画：ＢＣＰの普及啓発） 

  ○中小企業における主体的な事業継続計画の取り組みを推進するため、ＢＣＰの事例を市

ホームページで公開することで、ＢＣＰの普及啓発を図る。 

○発災時における市内事業者の事業継続と有害物質の発生及び拡大を防ぐため、関係機

関と連携して法令の定めるところによる保安体制の強化や事業継続計画などの策定を促

進し、適正な保安意識の向上、訓練の徹底、自衛消防組織の育成、危険物等取扱施設の

安全性を高める。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
４－１ 

サプライチェーンの寸断等による市内企業の生産

力低下による社会活動の維持への甚大な影響 

４－２ 
高圧ガス施設等の重要な産業施設の火災、爆発

等に伴う有害物質等の大規模拡散・流出 

6－6 
風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の

失業・倒産等による桜川市経済への甚大な影響 

【推進方針】④-2（ライフラインの災害対応力強化・早期復旧） 

  ○主要な市街地等と高速道路のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路情報ネットワ

ークシステム、道路防災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網を整備促進する。 

○災害発生時におけるライフライン機能の維持・確保や早期復旧を図るため、電気、ガス、上

下水道、通信などのライフライン関係機関と連携しながら、発電施設、ＬＰガス充てん所に

おける緊急時に備えた訓練の実施など、災害対応力の強化を図る。また、発災後の早期

復旧に向けて、関係機関の連携等により、装備資機材の充実、情報共有などの必要な体

制整備を図る。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
５－３ 

都市ガス供給・石油・ＬＰガス等の燃料供給施設等

の長期間にわたる機能の停止 

５－４ 上下水道施設の長期間にわたる機能停止  

５－５ 
基幹的交通ネットワークの機能停止による物流・人

流への甚大な影響 

【推進方針】④-3（大規模災害発生時の緊急給油対策） 

  ○災害発生時には、使用可能な給油所が限られる場合があることを踏まえ、石油業組合と

の協定に基づき、必要な車両や施設への優先的な給油を確保するため、連絡体制を整備

する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
５－３ 

都市ガス供給・石油・ＬＰガス等の燃料供給施設等

の長期間にわたる機能の停止 
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【推進方針】④-4（エネルギーの供給源の安定化） 

  ○災害発生時の停電を回避するため、公共施設や福祉施設などの避難所において、自家

発電設備や燃料の備蓄を推進する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
５－２ 

電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の

長期間・大規模にわたる機能の停止 

５－３ 
都市ガス供給・石油・ＬＰガス等の燃料供給施設等

の長期間にわたる機能の停止 
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① 行政機能／警察・

消防／防災教育等 
③ 保健医療・福祉 

⑤ 情報通信・交通・ 

物流 
⑦ 国土保全 

② 住宅・都市・住環境 ④ 産業・エネルギー ⑥ 農林水産 － 

 

【推進方針】⑤-1（情報通信ネットワークの整備） 

  ○防災行政無線については、既に整備が完了しているが、その適正な運用を維持するため、

引き続き維持管理に努める。 

○公共施設個別施設計画の策定にあたり、電気設備についても現地調査を実施し、老朽化

した設備の早期発見及び補強措置を講じる。また、計画的な設備更新を進めることで、設

備の安定化を図る。 

○避難所開設時に、フリーＷｉ－Ｆｉスポット導入先を検討し、整備する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
２－４ 

被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関

わる物資・エネルギー供給の停止 

５－１ 

テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害に

より、インターネット・ＳＮＳなど、災害時に活用する

情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達が

できず避難行動や救助・支援が遅れる事態 

【推進方針】⑤-2（災害情報の収集、伝達体制の確保） 

  ○関係機関による巡回や行政区区長等からの報告により情報を得られることもあるが、必

要に応じて県の防災ヘリの要請やドローンによる偵察も行う。 

○全国瞬時警報システム（Ｊアラート）自動起動装置や防災行政無線など、市民への情報を

確実かつ迅速に提供するための手段の更なる多様化を図る。 

○区長を通じて直接情報を伝達する場合もあるため、自主（地区）防災組織の情報班をは

じめ、組織体制の構築を推進する。 

○災害発生時に正確な情報を発信するため、状況に応じて発信すべき情報や情報発信手

段をシミュレーションする。 

○住民への情報伝達手段として、防災行政無線、市公式の SNS（LINE、Facebook、X）、

市ホームページ等の様々な媒体の活用を促進するとともに、これらを適切に運用し事象に

応じた災害情報を伝える体制を築く。（再掲） 

○住民に対し、確実に情報を発信できるよう、防災行政無線拡声子局のバッテリーを定期

的に更新する必要がある。また、老朽化した拡声子局パンザマストを優先順位を定めた上

で更新を図る。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) ５－１ 

テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害に

より、インターネット・ＳＮＳなど、災害時に活用する

情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達が

できず避難行動や救助・支援が遅れる事態 

【推進方針】⑤-3（情報伝達手段の多様化） 

 ○避難情報などの緊急情報を住民に迅速かつ確実に伝達するため防災アプリを構築した

が、防災行政無線の内容が聞こえない場合やアプリの不具合が発生した場合でも、確実

に情報伝達が行えるよう、更なる伝達手段の多様化を推進する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) ５－１ 

テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害に

より、インターネット・ＳＮＳなど、災害時に活用する

情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達が

できず避難行動や救助・支援が遅れる事態 
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【推進方針】⑤-4（道路等の防災・減災対策及び耐震化） 

  ○国道及び県道の拡幅について国や県に対し積極的に要望し、それに伴い幹線道路を連

絡する補助幹線道路を整備する。 

○幅員の狭い市道の拡幅、又は老朽化した舗装道路の補修整備に努める。 

○橋梁の点検を実施し、老朽橋の架替え、補修、補強を行い、災害時における応急救助活

動や避難時の安全性の確保に努める。 

○災害時における交通の安全、緊急輸送の確保のための交通応急対策については、道路

管理者（市道においては市長）、公安委員会、警察その他関係機関の協力のもとに、防災

計画の定めるところにより実施する。 

○各道路管理者との協力のもとに、桜川市バス（ヤマザクラＧＯ）の運行ルートの防災、震災

対策や緊急輸送道路の洪水・土砂災害対策等を着実に推進する。 

○道路管理者は、安全性・信頼性の高い道路整備を進めるため、計画的かつ総合的な視

点に立って、道路施設の整備を行う。特に、道路脇の水路、電柱上の高圧トランスなど、道

路利用者並びに道路に付帯する構造物等に留意し、安全対策に努める。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) １－１ 

大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集

まる施設等の大規模倒壊による多数の死傷者の

発生 

５－５ 
基幹的交通ネットワークの機能停止による物流・人

流への甚大な影響 

【推進方針】⑤-5（緊急輸送体制の整備） 

  ○市内の防災活動拠点（市庁舎、警察署、消防署）、輸送拠点（道路、鉄道駅、臨時ヘリポ

ート、物資集積場等）、防災備蓄拠点を有機的に結ぶ道路網を主体とした安全性、信頼

性の高い緊急輸送ネットワークの整備を推進する。 

○緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、茨城県都市計画道路再検討指針に基

づく都市計画道路の再検討結果等とも連携しつつ、主要な市街地等と高速道路のアクセ

ス強化、ネットワーク機能の向上、道路情報ネットワークシステム、道路防災対策等を通じ

て安全性、信頼性の高い道路網の整備に努める。 

○行政区域内の緊急輸送道路の被害状況、緊急道路上の障害物の状況を把握し、速やか

に県に報告する。また、県指定の緊急輸送道路と、災害対策本部、避難所、ヘリポート、救

援物資集積場所等、防災重要拠点とを結ぶ市道について啓開し、応急対策の実施体制

の確保を図る。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) １－１ 

大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集

まる施設等の大規模倒壊による多数の死傷者の

発生 

５－５ 
基幹的交通ネットワークの機能停止による物流・人

流への甚大な影響 
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【推進方針】⑤-6（緊急輸送道路の整備） 

  ○人命救助や生活物資・資機材等の広域的な緊急輸送を行うため、緊急輸送道路を指定

する。指定された緊急輸送道路の管理者は、最新の国の基準や国の点検要領に基づき、

災害に対する強度の調査を行い、必要な整備を順次実施するとともに、被災箇所の優先

復旧を図るため、必要な資機材の確保等、早期復旧のために必要な対策をあらかじめ検

討しておく。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
５－５ 

基幹的交通ネットワークの機能停止による物流・人

流への甚大な影響 

【推進方針】⑤-7（孤立の可能性がある地域における対策の推進） 

  ○道路及び橋梁が被害を受けて、その早期復旧が困難で交通に支障をきたす場合に対処

するために、重要な道路に連絡する迂回道路をあらかじめ調査して、緊急事態に備える。 

○道路状況や通信手段の確保状況から孤立が予測される地域について、事前に状況を把

握するよう努め、過去の災害事例を参考にするとともに、消防署や消防団などの防災関係

機関から意見を聴取する。 

○孤立の可能性がある地域では、地域の代表者（区長等）と、災害発生時の防災情報提供

体制を整備する。 

○孤立の可能性がある地域において、救出・救助や物資投下のための緊急ヘリポート用地

（校庭、空き地、休耕田等）を選定・確保する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
２－４ 

被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関

わる物資・エネルギー供給の停止 
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① 行政機能／警察・
消防／防災教育等 

③ 保健医療・福祉 
⑤ 情報通信・交通・ 

物流 
⑦ 国土保全 

② 住宅・都市・住環境 ④ 産業・エネルギー ⑥ 農林水産 － 

 

【推進方針】⑥-1（農業水利施設等の老朽化対策及び耐震化） 

  ○被災した場合に農業生産への影響が大きい農業用ため池や排水機場等の基幹的農業

水利施設の老朽化対策及び耐震化に向けた取り組みを推進する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) １－４ 

大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、

天然ダムの決壊など）等による多数の死傷者の発

生 

４－３ 
食料等の安定供給の停滞に伴う、市民生活・社会

経済活動への甚大な影響 

【推進方針】⑥-2（農林水産業に係る生産基盤等の災害対応力の強化） 

  ○災害発生時の被害を最小化するため、基幹的農業水利施設等の機能診断、治山対策等

のハード対策を進めるとともに、地域コミュニティと連携した施設の保全、管理等のソフト

対策を組み合わせた対策を推進する。 

○農地や農業水利施設等については、地域コミュニティの脆弱化により、地域の共同活動

等による保全管理が困難となり、地域防災力・活動力の低下が懸念されるため、地域の

主体性・協働力を生かした地域コミュニティ等による農地・農業水利施設等の地域資源

の適切な保全管理や自立的な防災・復旧活動の体制整備を推進する。 

○森林については、適切な森林の整備や山地災害の危険性の高い箇所を優先に着手する

など総合的かつ効果的な治山対策を推進する。 

○多様な生態系を有する農地や森林の荒廃を防止するため、県や市鳥獣害対策協議会な

どとも連携を図り効率的な有害鳥獣対策を推進する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) １－４ 

大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、

天然ダムの決壊など）等による多数の死傷者の発

生 

４－４ 
農地・森林や生態系等の被害に伴う市域の荒廃・

多面的機能の低下 

６－１ 

自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前

復興ビジョンや地域合意の欠如等により、復興が

大幅に遅れ地域が衰退する事態 

【推進方針】⑥-3（林道等の整備） 

  ○災害発生時における避難路や代替輸送道路を確保するため、迂回路として活用しうる林

道を把握し、整備を促進する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 
５－５ 

基幹的交通ネットワークの機能停止による物流・人

流への甚大な影響 
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① 行政機能／警察・

消防／防災教育等 
③ 保健医療・福祉 

⑤ 情報通信・交通・ 

物流 
⑦ 国土保全 

② 住宅・都市・住環境 ④ 産業・エネルギー ⑥ 農林水産 － 

 

【推進方針】⑦-1（河川改修等の治水対策） 

  ○洪水による水害を予防するため桜川改修期成同盟会等の活動を通して、国、県、流域自

治体等とも連携を図り、氾濫を防ぐ・減らす、被害対象を減らす、被害の軽減・早期復旧・

復興に資する施策の総合的な展開を図る。 

○桜川沿岸や観音川沿岸は、警報級の大雨の際に流域一帯が冠水し農作物等に被害が

発生するので、その未然防止対策として下記の対策を講じることとする。 

（１）桜川の曲部改修工事の促進を要請するとともに、常時降雨量と気象情報に注意をはら

い防災無線・広報車等により事前指導する。 

（２）観音川については、真壁地区、大和地区は土地改良事業等により、被害防止対策をは

かるとともに河川改修の促進を要請する。 

○県が洪水浸水想定区域を指定したことに伴い、河川が氾濫した場合に浸水する恐れのあ

る区域や災害時に避難等の適切な行動をとっていただくためのハザードマップを作成し、

土砂災害と併せて住民に周知を図る。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 

１－３ 

突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街

地等の浸水による多数の死傷者の発生（ため池の

損壊によるものや、防災インフラの損壊・機能不全

等による洪水等に対する脆弱な防災能力の長期

化に伴うものを含む） 

１－４ 

大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、

天然ダムの決壊など）等による多数の死傷者の発

生 

【推進方針】⑦-2（総合的な土砂災害対策の推進） 

  ○急傾斜地崩壊対策事業の推進に向け、国や県等に対し協力を要請し、治山事業・森林整

備やまちづくりと一体となった土砂災害対策工事の施工を進めるとともに、危険予測箇所

の調査を行い、危険区域ごとにその範囲・面積・人口・世帯数・建物等について、県が実

施する調査結果等をもとに、予想される災害について被害状況を検討する。 

○土砂災害の危険区域や災害時に避難等の適切な行動をとっていただくためのハザード

マップを作成し、洪水災害と併せて住民に周知を図る。 

○地盤沈下は、地震水害の被害を増大させたり、建築物、土木建造物等の耐震性の劣化に

つながる可能性が指摘されているため、地盤沈下の進行を停止させるよう、その原因でも

ある地下水の過剰揚水を規制する。 

○山桜や里山の保全活用への理解と関心を深め、直接保全管理や調査に関わることで地

域が取り組みやすい環境整備を進めつつ、農林業者や地域コミュニティだけでなく、ボラ

ンティアや活動指導者などの人材育成に取り組みながら、土砂災害対策等も視野に入れ

た活動に取り組む。 
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○雨量監視システム（市内９箇所に設置された雨量計）を適切に運用し、土砂災害警戒区

域・特別警戒区域や浸水想定区域内の住民に対して的確な避難情報を提供する体制を

整備する。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) 

１－３ 

突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街

地等の浸水による多数の死傷者の発生（ため池の

損壊によるものや、防災インフラの損壊・機能不全

等による洪水等に対する脆弱な防災能力の長期

化に伴うものを含む） 

１－４ 

大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、

天然ダムの決壊など）等による多数の死傷者の発

生 

６－１ 

自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前

復興ビジョンや地域合意の欠如等により、復興が

大幅に遅れ地域が衰退する事態 

６－２ 

災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コ

ーディネーター、ボランティア、NPO、企業、労働者、

地域に精通した技術者等）の不足等により復興で

きなくなる事態 

【推進方針】⑦-3（土砂災害防止施設等の長寿命化対策） 

  ○土砂関連災害を未然に防止し、あるいは最小限にとどめるため、国や県などの協力を得

て災害対策工事を進めるとともに、地すべり防止等予防事業の促進を図る。 

■関連する起きてはならない

最悪の事態(ﾘｽｸｼﾅﾘｵ) １－４ 

大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、

天然ダムの決壊など）等による多数の死傷者の発

生 
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２ 横断的分野の推進方針 

Ａ リスクコミュニケーション分野 Ｃ 官民連携分野 Ｅ 文化財保全・研究分野 

Ｂ 人材育成分野 Ｄ 老朽化対策分野 Ｆ デジタル活用分野 

 

【推進方針】A-1（自助・共助・公助の適切な組合せの教育・訓練・啓発等） 

  ○自主（地区）防災組織の活動を促進し、その活性化を図るとともに、防災機関は、既存の

自主（地区）防災組織と連携し、市民に対して防災知識の普及啓発を行い、防災意識の

向上に努める。また、職員に対しては減災に必要な教育の徹底を図る。 

○ハザードマップの周知やその活用を通じた各種訓練の実施などにより、市民に対し災害

に関する情報を積極的に提供し、防災意識の向上を図る。 

○小中学校や義務教育学校における総合学習のほか、防災担当による出前授業を通じて、

児童や生徒への防災教育の充実を図る。また、防災機関と連携した総合的な避難訓練な

どを実施し、学校、家庭、地域における正しい防災のあり方を習得させるよう努める。 

○茨城県動物指導センターや公益社団法人茨城県獣医師会などと連携し、災害時の動物

救護活動のための体制を整備する。また、災害時における家庭動物等との同行避難や飼

養に備えるための情報については、動物病院など関連する事業者とも連携し、飼育管理

者に向けて周知を図る。 

【推進方針】A-2（地域防災力の強化） 

  ○土地利用に当たっては公共の福祉を優先させ、土地利用のあり方を「量の拡大」から「質

の向上」へと転換する。また、都市的土地利用は、拠点に集約しつつ、拠点以外の地域で

は原則抑制し、集落的土地利用は、自然的土地利用との調和を図りつつ、地域の合意形

成のもと、計画的な誘導に努める。 

○人口の約７５％が暮らしている市街化調整区域では、無秩序な市街化を防止しつつも、田

園環境と調和した若者が住みたくなるような地域づくりが求められているため、市街化調

整区域における地区計画や地区防災計画などの周知を図り、田園集落に住まい・暮らす

市民が主体となるまちづくりを支援する。 

○本市独自の取り組みである桜川市防災安全士（桜ＢＢ）の養成を推進し、災害時に必要

な知識や技能を持つ人材を確保する。（再掲） 

○避難所を単位とした地区防災計画の策定を推進する。（再掲） 

○大規模災害時には、避難所での避難生活に加え、市民一人ひとりが在宅避難や車中泊

避難などを想定し、各自が必要とする物資を備えておくことが重要となる。そのため、これ

らの留意点についても周知を徹底する。 

○市内の要配慮者利用施設に対し、県などと連携を図り、水防法等に基づく避難確保計画

の作成や避難訓練の実施を促進するとともに、タイムラインの作成や多様な防災関係機

関との連携を通じて、各種訓練の実施を支援する。（再掲） 

【推進方針】A-3（災害情報の収集、伝達体制の確保） 

  ○区長を通じ直接情報を伝達するため、自主（地区）防災組織の育成に努める。 
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○住民への情報伝達手段として、防災行政無線、市公式の SNS（LINE、Facebook、X）、

市ホームページ等の様々な媒体の活用を促進するとともに、これらを適切に運用し事象に

応じた災害情報を伝える体制を築く。（再掲） 

○避難支援等に携わる関係機関として、消防機関、警察機関、民生委員・児童委員、社会福

祉協議会、自主（地区）防災組織等を定め、それらの関係者に対し、避難行動要支援者

本人の同意を得た上で、事前に避難行動要支援者登録者名簿を提供する。また、多様な

主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援及

び安否確認体制の構築、避難訓練の実施を一層推進する。 

○情報収集においては、有線電話の途絶や無線通信施設の障害などにより、情報取得が

極度に制限される可能性があるため、通信機器からの情報に加えて、通行人からの通

報、防災ヘリやドローンによる偵察、さらに巡回活動を通じて、幅広く情報収集に努める。 

【推進方針】A-4（情報伝達手段の多様化） 

  ○避難情報などの緊急情報を住民に迅速かつ確実に伝達するため防災アプリを構築した

が、防災行政無線の内容が聞こえない場合やアプリの不具合が発生した場合でも、確実

に情報伝達が行えるよう、更なる伝達手段の多様化を推進する。（再掲） 

【推進方針】A-5（防災ＤＸの推進） 

  ○防災関連業務において、ウェブ会議の活用、会議のリアルタイム配信、業務用アプリケー

ションの導入などを通じて、防災 DXを推進し、業務の効率化を図る。（再掲） 

【推進方針】A-6（災害時における外国人の安全確保） 

  ○語学ボランティアの協力を得て、外国語による広報を実施し、外国人の安全かつ速やかな

避難誘導を行えるよう努める。 

○警察、近隣住宅（自主防災組織）、語学ボランティアなどの協力を得て、在留管理制度に

基づき外国人の安否の確認や救助活動を行う。 

○多言語翻訳が可能なサービスの導入を検討し、より多くの市民が安心して相談できる環

境を構築する。 

【推進方針】A-7（液状化等の危険度情報の提供） 

  ○本市における地震防災対策を進める上で基本となる地震被害想定について県において

検討が進められており、液状化想定対象とした微地形区分などのデータを基に、液状化

の危険度が分かる液状化危険度マップを作成することにより、地域ごとの災害リスクを明

らかにし、市民の液状化に係る意識の啓発を図る。 
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Ａ リスクコミュニケーション分野 Ｃ 官民連携分野 Ｅ 文化財保全・研究分野 

Ｂ 人材育成分野 Ｄ 老朽化対策分野 Ｆ デジタル活用分野 

 

【推進方針】B-１（地域防災力の強化） 

  ○地域の防災力を高めるために自主（地区）防災組織の結成、育成を推進していく。（再

掲） 

○消防団は、今後も地域防災力を維持していくために、桜川市消防団組織再編計画（令和

７年２月）に基づき、新たな組織体制の構築を図る。（再掲） 

○消防団が活動するために必要な救助用資機材搭載型消防ポンプ自動車等や、車庫・詰

所等、車両や施設を優先順位を定めた上で更新する。（再掲） 

○本市独自の取り組みである桜川市防災安全士（桜ＢＢ）の養成を推進し、災害時に必要

な知識や技能を持つ人材を確保する。（再掲） 

【推進方針】B-2（市内事業者における事業継続計画：ＢＣＰの普及啓発） 

  ○発災時における市内事業者の事業継続と有害物質の発生及び拡大を防ぐため、関係機

関と連携して法令の定めるところによる保安体制の強化や事業継続計画などの策定を促

進し、適正な保安意識の向上、訓練の徹底、自衛消防組織の育成、危険物等取扱施設の

安全性を高める。（再掲） 

【推進方針】B-3（災害情報の収集、伝達体制の確保） 

  ○区長を通じ直接情報を伝達するため、自主（地区）防災組織の育成に努める。（再掲） 

【推進方針】B-4（総合的な土砂災害対策の推進） 

  ○山桜や里山の保全活用への理解と関心を深め、直接保全管理や調査に関わることで地

域が取り組みやすい環境整備を進めつつ、農林業者や地域コミュニティだけでなく、ボラ

ンティアや活動指導者などの人材育成に取り組みながら、土砂災害対策等も視野に入れ

た活動に取り組む。（再掲） 
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Ａ リスクコミュニケーション分野 Ｃ 官民連携分野 Ｅ 文化財保全・研究分野 

Ｂ 人材育成分野 Ｄ 老朽化対策分野 Ｆ デジタル活用分野 

 

【推進方針】C-１（施設の復旧・復興を担う人材の育成・確保） 

   ○災害発生時には、民間企業等が地域の自主（地区）防災組織などと連携し、迅速な初期

対応を行うとともに、的確な災害応急対策や災害復旧対策を実施できるよう、民間企業

等による応援協力体制の確立と強化を図る。（再掲） 

【推進方針】C-2（地域防災力及び広域連携体制等の強化） 

 ○災害時における業務継続や受援体制の維持向上に資するよう、地域防災計画の見直し

及び受援計画の策定を図る。 

○自主（地区）防災組織の育成を推進するとともに、建設業団体との協定を通じて、迅速な

復旧が可能となる体制を整備する。（再掲） 

【推進方針】C-3（市内事業者における事業継続計画：ＢＣＰの普及啓発） 

  ○中小企業における主体的な事業継続計画の取り組みを推進するため、ＢＣＰの事例を市

ホームページで公開することで、ＢＣＰの普及啓発を図る。（再掲） 

【推進方針】C-4（農林水産業に係る生産基盤等の災害対応力の強化） 

  ○災害発生時の被害を最小化するため、基幹的農業水利施設等の機能診断、治山対策等

のハード対策を進めるとともに、地域コミュニティと連携した施設の保全、管理等のソフト

対策を組み合わせた対策を推進する。（再掲） 
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Ａ リスクコミュニケーション分野 Ｃ 官民連携分野 Ｅ 文化財保全・研究分野 

Ｂ 人材育成分野 Ｄ 老朽化対策分野 Ｆ デジタル活用分野 

 

【推進方針】D-１（公共施設等の長寿命化対策） 

  ○高度経済成長期等に建設された公共施設等が老朽化し、これから一斉に更新時期を迎

えることから、限られた財源の中、市民に対する安心・安全な行政サービス（施設の利用

等）を将来にわたり持続していくために、桜川市公共施設等総合管理計画に基づき、財

政負担の軽減・平準化を図りつつ、更新・統廃合・長寿命化を計画的に実施する。 

○庁舎や学校、道路、上下水道、市営住宅など施設類型ごとに個別施設計画を策定し、点

検・診断や修繕・更新等のメンテナンスサイクルを構築するとともに、メンテナンスサイクル

が円滑に回るよう所要の取り組みを実施する。 

○施設の適正な規模・機能等を検討し、施設の集約化等による資産総量の適正化に取り組

むとともに、民間活力の導入による維持管理コストの削減など資産の有効活用を推進す

る。 
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Ａ リスクコミュニケーション分野 Ｃ 官民連携分野 Ｅ 文化財保全・研究分野 

Ｂ 人材育成分野 Ｄ 老朽化対策分野 Ｆ デジタル活用分野 

 

【推進方針】E-１（保存活用） 

  ○伝統的建造物群保存地区等の各種文化財を将来にわたり保存していくため、空家対策、

観光施策等と連携した積極的な活用を図る。 

○山桜や里山の保全活用への理解と関心を深め、直接保全管理や調査に関わることで地

域が取り組みやすい環境整備を進めつつ、農林業者や地域コミュニティだけでなく、ボラ

ンティアや活動指導者などの人材育成に取り組みながら、土砂災害対策等も視野に入れ

た活動に取り組む。（再掲） 

○地域の担い手のほか、市民、企業、専門家、ＮＰＯ等、多様な主体の参加による土地利用

や山桜や里山保全活用を推進し、土地所有者や行政区などの地域の主導的な環境整備

や管理に対して支援を行いながら、自主的・継続的な取り組みを促進する。 

【推進方針】E-2（官学連携機関や樹木診断専門家との連携強化） 

  ○文化財指定地のサクラについて、茨城県立真壁高等学校と連携し樹木診断を行うととも

に、専門家との連携を図りながら倒木や枯死の危険性のある樹木の特定や「名勝・天然

記念物のサクラ年間管理計画」による樹勢回復や植栽環境改善作業に取り組む。 
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Ａ リスクコミュニケーション分野 Ｃ 官民連携分野 Ｅ 文化財保全・研究分野 

Ｂ 人材育成分野 Ｄ 老朽化対策分野 Ｆ デジタル活用分野 

 

【推進方針】F-１（情報通信ネットワークの整備） 

  ○避難所開設時に、フリーＷｉ-Ｆｉスポット導入先を検討し、整備する。（再掲） 

【推進方針】F-２（情報伝達手段の多様化） 

  ○避難情報などの緊急情報を住民に迅速かつ確実に伝達するため防災アプリを構築した

が、防災行政無線の内容が聞こえない場合やアプリの不具合が発生した場合でも、確実

に情報伝達が行えるよう、更なる伝達手段の多様化を推進する。（再掲） 

【推進方針】F-３（防災ＤＸの推進） 

  ○防災関連業務において、ウェブ会議の活用、会議のリアルタイム配信、業務用アプリケー

ションの導入などを通じて、防災 DXを推進し、業務の効率化を図る。（再掲） 

○多言語翻訳が可能なサービスの導入を検討し、より多くの市民が安心して相談できる環

境を構築する。（再掲） 

○大規模災害時等における迅速な被災者支援体制を確保するため、茨城県と県内市町村

が共同で構築した罹災証明書や被災者台帳の作成機能を有する「被災者生活再建支

援システム」を、県管理の下に運用する。（再掲） 
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第５章 計画の推進と不断の見直し 

１ 市の他の計画の見直し 

本計画を基本として、国土強靱化に係る市の他の計画について、毎年度の施策の進捗状況

等により、必要に応じて計画内容の修正の検討及びそれを踏まえた所要の修正を行うこととする。 

 

２ 計画の推進期間及び見直し 

今後の国土強靱化を取り巻く社会経済情勢等の変化や施策の進捗状況等を考慮し、計画の

推進期間は、当面令和８年度から令和12年度まで、以降は概ね５年間とし、毎年度の施策の進

捗状況等により、必要に応じて見直すこととする。 

本計画の策定のために実施した脆弱性評価は、市が実施し、又は把握している施策等を基に

行ったものであり、今後、県や民間事業者等が独自に行っている取り組み等も評価の対象とする

ことを検討する必要がある。また、災害の個別事象について地域ごとの災害の起こりやすさや被

害の大きさ等を考慮したリスクシナリオに基づく脆弱性評価を検討する必要がある。 

このため、これらの脆弱性評価に関する課題への対応の充実度合いに合わせて、本計画の修

正の検討及びそれを踏まえた所要の修正を行うこととする。 

 

３ 施策の推進と重点化 

（１）施策の進捗管理と PDCAサイクル 

本計画の推進方針に基づく各種施策については、本市の分野別計画と連携しながら、計画的

に推進するとともに、進捗管理及び評価を行う。 

本計画では、毎年度、それぞれの施策について、進捗管理を行うとともに、ＰＤＣＡサイクルによ

り、取り組みの効果を検証し、必要に応じて改善を図りながら、強靱な桜川市づくりを進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan：計画 

桜川市国土強靱化地域計画 

その他の計画等 

Do：計画的に実施 

各種施策の実施 

Check：結果の評価 

施策の進捗状況を 

重要業績指標等により評価 

Action：見直し・改善 

評価を踏まえた施策の 

見直し・改善策の立案 
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（２）施策の重点化 

限られた資源、財源の中で効率的・効果的に本市の強靱化を進めるためには、施策の優先順

位付けを行い、優先順位の高いものについて重点化しながら、取り組みを進める必要がある。 

本計画においては、国のリスクシナリオを参考に、本市の特色等を勘案し、２７のリスクシナリオ

に整理・統合等を行った上で、脆弱性評価を行い、施策の推進方針を策定している。これら２７の

リスクシナリオに対応する施策群を構成する基本項目を対象に、以下に示す視点を基に、緊急性

や優先度を総合的に判断し、１６の重点化すべき施策群（重点プログラム）を設定した。 

この重点プログラムについては、その重要性に鑑み、進捗状況等を踏まえつつ、更なる重点化

を含め、取り組みの一層の推進に努めるものとする。 

 

重点化の視点 説明 

影響の大きさ 

当該施策を講じない場合、大規模自然災害の発生時にお

いて、「生命・財産」や「社会経済システム」にどの程度影響

を及ぼすか 

施策の進捗 
当該施策に係る指標（現状値又は目標値）等に照らし、施

策の進捗を向上させる必要がどの程度あるか 

平時の効用 
当該施策が大規模自然災害の発生時のみならず、地域活

性化や産業振興など平時の課題解決にも有効に機能するか 

国全体の強靱化への寄与 

当該施策が日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震など市

外における大規模災害のリスク低減にどの程度寄与するも

のか 

 

＜リスクシナリオごとの重点化すべき施策群（重点プログラム）＞ 

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

1 

あらゆる自然災害

に対し、市民の直

接死を最大限防ぐ 

1-1 
大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等

の大規模倒壊による多数の死傷者の発生 

1-2 
地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷

者の発生 

1-3 
突発的又は広域的な洪水等に伴う市街地等の大規模な浸水

による多数の死傷者の発生 

1-4 
大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの

決壊など）等による多数の死傷者の発生 

2 

救助・救急、医療活

動等が迅速に行わ

れるとともに、被災

者等の健康・避難

生活環境を確実に

確保することによ

り、関連死を最大限

防ぐ 

2-1 
自衛隊、警察、消防等の被災等による救助･救急活動等の絶

対的不足 

2-4 
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・

エネルギー供給の長期停止 

3 
必要不可欠な行政

機能を確保する 
3-2 市の職員･施設等の被災による機能の大幅な低下 
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事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

4 
経済活動を機能不

全に陥らせない 

4-3 
食料等の安定供給の停滞に伴う、市民生活・社会経済活動へ

の甚大な影響 

4-4 
農地・森林や生態系等の被害に伴う市域の荒廃・多面的機能

の低下 

5 

情報通信サービス、

電力等ライフライ

ン、燃料供給関連

施設、交通ネットワ

ーク等の被害を最

小限にとどめるとと

もに、早期に復旧さ

せる 

5-1 

テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インタ

ーネット・SNSなど、災害時に活用する情報サービスが機能

停止し、情報の収集・伝達ができず避難行動や救助・支援が

遅れる事態 

5-3 
都市ガス供給・石油・ＬＰガス等の燃料供給施設等の長期間

にわたる機能の停止 

5-4 上下水道施設の長期間にわたる機能停止 

5-5 
基幹的交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚

大な影響 

6 

社会・経済が迅速

かつ従前より強靱

な姿で復興できる

条件を整備する 

6-1 

自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョン

や地域合意の欠如等により、復興が大幅に遅れ地域が衰退

する事態 

6-2 

災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コーディネータ

ー、ボランティア、NPO、企業、労働者、地域に精通した技術者

等）の不足等により復興できなくなる事態 

6-5 
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊

等による有形・無形の文化の衰退・損失 

 

（３）プログラム推進上の留意点 

「プログラム」は、市の部局等横断的な施策群であり、いずれも一つの担当部局の枠の中で

実現できるものではない。 

このため、県や関係する部局等において推進体制を構築して、データや取り組み内容を共有

するなど施策の連携を図るものとする。 

また、ＰＤＣＡサイクルの実践を通じて限られた資源を効率的に・効果的に活用し、ハード対策

とソフト対策を適切に組み合わせながらプログラムを推進するなど、本計画の目標の実現に向

けてプログラムの実行性・効率性が確保できるよう十分に留意する。 

 

４ 個別施策事業 

国土強靱化を進めるため、個別施策事業を別に定める。 

 

 

 



■別紙 1 桜川市国土強靱化地域計画に係る数値目標一覧 

別紙－1 

 

別紙 1 桜川市国土強靱化地域計画に係る数値目標一覧 

【推進方針】①－３（物資、資機材等の備蓄、調達体制の整備） 

数値目標 

項    目 
現況 目標（Ｒ１２） 担当課 

備蓄食料 ５，８８０食（Ｒ６） ７，５６０食 防災課 

備蓄飲料水 ７，５００㍑（Ｒ６） ７,５６０㍑     防災課 

【推進方針】①－４（広域連携体制の整備） 

数値目標 

項    目 
現況 目標（Ｒ１２） 担当課 

自主（地区）防災組

織結成地区数 
１１０地区（Ｒ６） １２０地区 防災課 

消防団員数 ４９４人（Ｒ６） ５００人 防災課 

【推進方針】①－８（学校施設の耐震化） 

数値目標 

項    目 
現況 目標（Ｒ１２） 担当課 

桜川市立小学校・中

学校・義務教育学校

の耐震化率 

１００％ 

（Ｈ２７～現状維持） 
－ 学校教育課 

【推進方針】①－１０（小学校・中学校・義務教育学校における防災教育） 

数値目標 

項    目 
現況 目標（Ｒ１２） 担当課 

桜川市立小学校・中

学校・義務教育学校

における地震・火災

を想定した避難訓練

の実施率 

１００％ 

（Ｈ２７～現状維持） 
－ 学校教育課 

桜川市立小学校等

における防災学習時

間 

年間に各学校 

５時間程度実施 

年間に各学校 

７時間程度実施 
学校教育課 

【推進方針】①－１１（地域防災力の強化） 

数値目標 

項    目 
現況 目標（Ｒ１２） 担当課 

桜川市防災ボランテ

ィア（桜ＢＢ）登録者

数 

２４人 ５０人 防災課 



■別紙 1 桜川市国土強靱化地域計画に係る数値目標一覧 

別紙－2 

 

【推進方針】②－３（防火対策） 

数値目標 

項    目 
現況 目標（Ｒ１２） 担当課 

市道改良率 ３５.１％（Ｒ６） ３５．６％（Ｒ１２） 建設課 

特定建築物の耐震化

率 
８７．７％ ９５．０％（Ｒ７） 都市整備課 

【推進方針】②－４（上下水道施設の耐震化等） 

数値目標 

項    目 
現況 目標（Ｒ１２） 担当課 

有収率 ６１．２％ ６４．２％ 水道課 

下水道処理区域内

における避難所等の

重要な施設に接続す

る配水管 

耐震管延長（配水支管）

１３．７ｋｍ（Ｒ５） 

耐震適合管以外（配水

支管）３．２ｋｍ（Ｒ５） 

耐震管率８１．１％（Ｒ５） 

耐震管延長（配水支管）

１５．１ｋｍ（Ｒ１１） 

耐震適合管以外（配水

支管）３．０ｋｍ（Ｒ１１） 

耐震管率８３．４％（Ｒ１１） 

水道課 

下水道処理区域外

における避難所等の

重要な施設に接続す

る配水管 

耐震管延長（配水支管）

２０．３ｋｍ（Ｒ５） 

耐震適合管以外（配水

支管）２７．５ｋｍ（Ｒ５） 

耐震管率４２．５％（Ｒ５） 

耐震管延長（配水支管）

２０．４ｋｍ（Ｒ１１） 

耐震適合管以外（配水

支管）２７．４ｋｍ（Ｒ１１） 

耐震管率４２．７％（Ｒ１１） 

水道課 

下水道ストックマネジ

メント計画に基づく

管渠の点検・調査 

１．７ｋｍ ３．０ｋｍ 下水道課 

【推進方針】③－２（医療救護活動の体制強化） 

数値目標 

項    目 
現況 目標（Ｒ１２） 担当課 

市立病院の耐震化

率 

１００％ 

（Ｈ３０～現状維持） 
－ 健康推進課 

【推進方針】③－５（避難行動要支援者対策） 

数値目標 

項    目 
現況 目標（Ｒ１２） 担当課 

避難行動要支援者

に関する個別避難計

画作成数 

８９件（Ｒ７．４） ２６１件 社会福祉課 

予防接種法に基づく

予防接種ワクチンの

接種率 

麻しん・風しん 

１期９２．５％ 

２期９５．３％ 

麻しん・風しん 

１期９５．０％ 

２期９５．０％ 

健康推進課 
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【推進方針】④－２（ライフラインの災害対応力強化・早期復旧） 

数値目標 

項    目 
現況 目標（Ｒ１２） 担当課 

有収率（再掲） ６１．２％ ６４．２％ 水道課 

下水道処理区域内

における避難所等の

重要な施設に接続す

る配水管（再掲） 

耐震管延長（配水支管）

１３．７ｋｍ（Ｒ５） 

耐震適合管以外（配水

支管）３．２ｋｍ（Ｒ５） 

耐震管率８１．１％（Ｒ５） 

耐震管延長（配水支管）

１５．１ｋｍ（Ｒ１１） 

耐震適合管以外（配水

支管）３．０ｋｍ（Ｒ１１） 

耐震管率８３．４％（Ｒ１１） 

水道課 

下水道処理区域外

における避難所等の

重要な施設に接続す

る配水管（再掲） 

耐震管延長（配水支管）

２０．３ｋｍ（Ｒ５） 

耐震適合管以外（配水

支管）２７．５ｋｍ（Ｒ５） 

耐震管率４２．５％（Ｒ５） 

耐震管延長（配水支管）

２０．４ｋｍ（Ｒ１１） 

耐震適合管以外（配水

支管）２７．４ｋｍ（Ｒ１１） 

耐震管率４２．７％（Ｒ１１） 

水道課 

下水道ストックマネジ

メント計画に基づく管

渠の点検・調査（再

掲） 

１．７ｋｍ ３．０ｋｍ 下水道課 

【推進方針】⑤－４（道路等の防災・減災対策及び耐震化） 

数値目標 

項    目 
現況 目標（Ｒ１２） 担当課 

市道改良率（再掲） ３５．１％（Ｒ６） ３５．６％（Ｒ１２） 建設課 

橋梁点検箇所 ３７０橋（Ｒ６） ３７０橋（Ｒ６～Ｒ１０） 建設課 

橋梁修繕工事 ５３橋（Ｒ６） ７０橋（Ｒ１２） 建設課 

【推進方針】⑤－５（緊急輸送体制の整備） 

数値目標 

項    目 
現況 目標（Ｒ１２） 担当課 

都市計画道路整備（改

良）率 
３７．５％ ４９．１％ 都市整備課 

【推進方針】⑤－６（緊急輸送道路の整備） 

数値目標 

項    目 
現況 目標（Ｒ１２） 担当課 

橋梁点検箇所（再

掲） 
３７０橋（Ｒ６） ３７０橋（Ｒ６～Ｒ１０） 建設課 

橋梁修繕工事（再

掲） 
５３橋（Ｒ６） ７０橋（Ｒ１２） 建設課 
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【推進方針】⑦－１（河川改修等の治水対策） 

数値目標 

項    目 
現況 目標（Ｒ１２） 担当課 

普通河川改修箇所 ４箇所（Ｒ６） ８箇所（Ｒ１２） 建設課 

【推進方針】⑦－２（総合的な土砂災害対策の推進） 

数値目標 

項    目 
現況 目標（Ｒ１２） 担当課 

人材育成講座受講

者数（累計） 
６７人 ６５０人 ヤマザクラ課 

【推進方針】Ｄ－１（公共施設等の長寿命化対策） 

数値目標 

項    目 
現況 目標（Ｒ１２） 担当課 

桜川市公営住宅長
寿命化計画 改修棟
数 

１５棟 １８棟 都市整備課 

有収率（再掲） ６１．２％ ６４．２％ 水道課 

下水道処理区域内
における避難所等の
重要な施設に接続す
る配水管（再掲） 

耐震管延長（配水支管）
１３．７ｋｍ（Ｒ５） 

耐震適合管以外（配水
支管）３．２ｋｍ（Ｒ５） 

耐震管率８１．１％（Ｒ５） 

耐震管延長（配水支管）
１５．１ｋｍ（Ｒ１１） 

耐震適合管以外（配水
支管）３．０ｋｍ（Ｒ１１） 

耐震管率８３．４％（Ｒ１１） 

水道課 

下水道処理区域外
における避難所等の
重要な施設に接続す
る配水管（再掲） 

耐震管延長（配水支管）
２０．３ｋｍ（Ｒ５） 

耐震適合管以外（配水
支管）２７．５ｋｍ（Ｒ５） 

耐震管率４２．５％（Ｒ５） 

耐震管延長（配水支管）
２０．４ｋｍ（Ｒ１１） 

耐震適合管以外（配水
支管）２７．４ｋｍ（Ｒ１１） 

耐震管率４２．７％（Ｒ１１） 

水道課 

下水道ストックマネジ
メント計画に基づく
管渠の点検・調査
（再掲） 

１．７ｋｍ ３．０ｋｍ 下水道課 

【推進方針】Ｅ－１（保存活用） 

数値目標 

項    目 
現況 目標（Ｒ１２） 担当課 

人材育成講座受講

者数（累計）（再掲） 
６７人 ６５０人 ヤマザクラ課 

【推進方針】Ｅ－２（官学連携機関や樹木診断専門家との連携強化） 

数値目標 

項    目 
現況 目標（Ｒ１２） 担当課 

樹木診断、植栽環境

改善作業（累計） 
１５２本 ４５０本 ヤマザクラ課 
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別紙 2 リスクシナリオ別 脆弱性評価結果 

 

事前に備えるべき目標１  

あらゆる自然災害に対し、市民等の直接死を最大限防ぐ 

 

リスクシナリオ 1-1  

大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の大規模倒壊による多数の死傷

者の発生 

（市の防災拠点機能の確保） 

○市庁舎は、市民の安全を守る防災拠点としての役割を果たすため、耐震基準を満たし、大規模

災害時でも７２時間業務継続が可能な非常用発電を備え、自衛隊などの災害派遣の受け入れ

が可能となる新庁舎の整備が必要である。  

○災害対策本部員、災害対策本部事務局職員をはじめ、市職員の災害対応力強化及び防災意

識向上のための訓練を、定期的に実施する必要がある。 

 

（広域連携体制の整備） 

○災害発生時には地域の中心となり活動にあたる消防団や、各広域関係機関との連絡体制を平

時より十分に整えておく必要がある。 

○関係医療機関との連携を強化し、広域消防との救急体制及び通信連絡体制の構築を図る必

要がある。 

○大規模災害の発生時には、救助・救急活動の不足が懸念されるため、災害時相互応援協定等

を活用するとともに、自衛隊など各機関の応援を受け入れるための受援計画を策定し、円滑な

活動ができる体制を整備する必要がある。さらに、近隣市町村も同時に被災する可能性が高い

ことを踏まえ、応援要請などについて県に対し積極的に働きかける必要がある。 

○土石流発生危険予測渓流には、重点的に県の砂防工事の施工を支援して、土石流の流下を未

然に防止するよう強力に事業を推進するとともに、危険予想地域に警報の伝達・避難等の措置

が緊急時に際して適切に行われるよう整備する必要がある。 

○市、警察、消防機関は、平時から防災に関する情報の収集に努めるとともに、災害発生の危険性

のある地域を把握し、情報を共有する必要がある。 

○広域消防との連携を強化し、必要な消防職員の確保及び技術向上に努めるとともに、消防施設

の整備を進め常備消防力の向上を図る必要がある。 

○災害対応において「自助・共助・公助」のうち、特に自助・共助が重要であることから、自主（地

区）防災組織の結成及び充実に向けた取り組みを促進する必要がある。 

○大規模災害時等における迅速な被災者支援体制を確保するため、茨城県と県内市町村が共同

で構築した罹災証明書や被災者台帳の作成機能を有する「被災者生活再建支援システム」

を、県管理の下に運用を図る必要がある。 

 

（警察・消防等の防災拠点機能の確保） 

○消防設備においては複雑化・多様化する災害に対応し、大規模災害に備えて効果的に活動が

できるよう、充実と強化に引き続き取り組む必要がある。 

○災害現場では、情報の伝達を迅速かつ的確に行えるよう、消防通信施設の充実を進める必要

がある。 

○災害時の防災拠点となる学校施設の耐震化率は、平成２７年度時点で１００％を達成している。

学校施設は、大規模災害時に地域住民の避難所として機能し、安全を確保する上で重要な役

割を果たしているため、適切な維持管理に引き続き取り組むことが必要である。 
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リスクシナリオ 1-1  

大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の大規模倒壊による多数の死傷

者の発生 

（学校施設の機能強化） 

○学校施設は、児童・生徒の学習・生活の場であるとともに、非常災害時には地域住民の避難所

としての役割も果たすことから、近年の急激な気候変動や高齢化の進行などへの対応も視野に

入れ、その安全性の確保と防災機能の強化は極めて重要である。このため、避難所として備える

べき機能として、体育館等への空調機器の整備が求められていることから、優先順位を検討し

た上で、整備する必要がある。 

 

（学校施設の耐震化） 

○学校施設は、大規模災害時に重要な役割を果たす避難所に利用されることから、耐震性を維持

する必要がある。 

 

（学校施設の老朽化対策） 

○校舎・園舎等の老朽化が進み、修繕を必要とする箇所が多岐にわたり増えている。学校施設に

おける児童・生徒の安全確保、建築物の被害軽減を図るため、計画的な修繕、改修による長寿

命化を図り、安全性、快適性の高い学校施設を確保していく必要がある。 

※文部科学省 学校施設環境改善交付金等を活用 

 

（小学校・中学校・義務教育学校における防災教育） 

○児童・生徒及び教職員に対する防災教育や地震・火災を想定して地域や防災機関と連携した

避難訓練、保護者への引き渡し訓練を実施しているが、引き続き継続する必要がある。 

〇市内小中・義務教育学校において、防災担当職員による出前講座（防災授業）を実施し、児童・

生徒やその保護者の防災意識向上に繋がる取り組みを行う必要がある。 

 

（住宅、建築物等の耐震化） 

○市は県と連携し、所有者への働きかけ等を通して、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基

づく特定建築物（一定規模以上の建築物で不特定多数の者が利用するもの）の耐震化の促進

を図る必要がある。 

○市は県と連携し、耐震診断等に関する国庫補助金等を活用した事業を実施することにより住宅

の耐震化を促進する必要がある。 

○政府系統資金を導入した融資の斡旋と、民間資金の利用により、耐火、耐震性を有する建築物

の整備促進を図る必要がある。 

 

（市街地整備等）  

○市街地における大規模な地震災害と、これに伴う同時多発火災が発生した場合の避難場所及

び火災延焼防止帯として機能するほか、救護活動等の拠点として利用でき、有効かつ多様な役

割を果たす都市公園、緑地の整備を図る必要がある。 

○市内には、いわゆる人口集中地区（ＤＩＤ地区）は存在しないが、伝統的建造物群保存地区では

木造の古民家が密集していることから、消防水利の不足、進入路の狭隘等消防活動上の課題

を整理した伝統的建造物群保存地区防災計画を策定し、消防当局との連携を図りつつ、各種

防災施設等の整備を図る必要がある。 
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リスクシナリオ 1-1  

大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の大規模倒壊による多数の死傷

者の発生 

（老朽・空き家対策） 

○犯罪の温床となるおそれのある空き家については、所有者に対して適正管理を促す必要があ

る。 

○適正な管理と利活用に向け、空き家などの建物管理・活用に関する意向調査を行うとともに、空

家等活用促進指針に基づく空家等活用促進区域において重点的に空家の活用を図る必要が

ある。 

 

（避難行動要支援者対策）   

○災害時の利用状況を考慮し、避難所の適正配置と充実に努め、市民が安全に避難できるよう

所在地の周知徹底を図るとともに、必要な案内板設置を検討する必要がある。 

○避難行動要支援者の避難支援を迅速かつ的確に行うため、平時から要支援者に関する情報の

把握、防災情報の伝達手段、伝達体制の整備及び避難誘導等の支援体制を確立する必要があ

る。 

○路面の平坦性や有効幅員を確保した避難路の整備、車いすにも支障のない出入口のある避難

所の整備、明るく大きめの文字を用いた防災標識の設置等、要配慮者に配慮した防災基盤整

備を促進していく必要がある。 

○市や行政区においては、自主（地区）防災組織、民生委員児童委員・支援協力者等が連携し、

発災時に自助、共助により安否確認や避難を実施する必要性があることから、要支援者が迅速

に避難できるよう、避難行動要支援者避難行動計画（全体計画・個別計画）に基づき、平時か

ら円滑な支援体制を確立する必要がある。 

○学校施設が罹災あるいは地域の避難施設となり、通常の教育ができなくなった場合は、教育関

連機関や防災担当部局等が緊密に連携し、児童・生徒の安全及び教育を確保する必要があ

る。 

○巡回相談チームの編成を想定し、健康状態の把握や適切な保健指導が実施できるよう各種の

情報を共有し、子ども、高齢者や外国人等にも配慮した総合的な支援体制を整える必要があ

る。また、関係機関と連携し、予防接種の必要性を周知するとともに、感染症の発生やまん延を

防止し、公衆衛生の維持向上を図る必要がある。 

 

（道路等の防災・減災対策及び耐震化） 

○国道及び県道の拡幅について国や県に対し積極的に要望し、それに伴い幹線道路を連絡する

補助幹線道路を整備する必要がある。 

○幅員の狭い市道の拡幅、又は老朽化した舗装道路の補修整備を図る必要がある。 

○橋梁の点検を実施し、老朽橋の架替え、補修、補強を行い、災害時における応急救助活動や避

難時の安全性の確保を図る必要がある。 

○災害時における交通の安全、緊急輸送の確保のための交通応急対策については、道路管理者

（市道においては市長）、公安委員会、警察その他関係機関の協力のもとに、本計画の定めると

ころにより実施する必要がある。 

○各道路管理者との協力のもとに、桜川市バス（ヤマザクラＧＯ）の運行ルートの防災、震災対策

や緊急輸送道路の洪水・土砂災害対策等を着実に推進する必要がある。 
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リスクシナリオ 1-1  

大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の大規模倒壊による多数の死傷

者の発生 

○道路管理者は、安全性・信頼性の高い道路整備を進めるため、計画的かつ総合的な視点に立

って、道路施設の整備を行う必要がある。特に、道路脇の水路、電柱上の高圧トランスなど、道路

利用者並びに道路に付帯する構造物等に留意し、安全対策を図る必要がある。 

 

（緊急輸送体制の整備） 

○市内の防災活動拠点（市庁舎、警察署、消防署）、輸送拠点（道路、鉄道駅、臨時ヘリポート、物

資集積場等）、防災備蓄拠点を有機的に結ぶ道路網を主体とした安全性、信頼性の高い緊急

輸送ネットワークの整備を推進する必要がある。 

○緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、茨城県都市計画道路再検討指針に基づく都

市計画道路の再検討結果等とも連携しつつ、主要な市街地等と高速道路のアクセス強化、ネッ

トワーク機能の向上、道路情報ネットワークシステム、道路防災対策等を通じて安全性、信頼性

の高い道路網を整備する必要がある。 

○行政区域内の緊急輸送道路の被害状況、緊急道路上の障害物の状況を把握し、速やかに県に

報告する。また、県指定の緊急輸送道路と、災害対策本部、避難所、ヘリポート、救援物資集積

場所等、防災重要拠点とを結ぶ市道について啓開し、応急対策の実施体制の確保を図る必要

がある。 

 

リスクシナリオ 1-２ 

  地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

（警察・消防等の防災拠点機能の確保）（再掲） 

○消防設備においては複雑化・多様化する災害に対応し、大規模災害に備えて効果的に活動が

できるよう、充実と強化に引き続き取り組む必要がある。 

○災害現場では、情報の伝達を迅速かつ的確に行えるよう、消防通信施設の充実を進める必要

がある。 

○災害時の防災拠点となる学校施設の耐震化率は、平成２７年度時点で１００％を達成している。

学校施設は、大規模災害時に地域住民の避難所として機能し、安全を確保する上で重要な役

割を果たしているため、適切な維持管理に引き続き取り組むことが必要である。 

 

（小学校・中学校・義務教育学校における防災教育）（再掲） 

○児童・生徒及び教職員に対する防災教育や地震・火災を想定して地域や防災機関と連携した

避難訓練、保護者への引き渡し訓練を実施しているが、引き続き継続する必要がある。 

〇市内小中・義務教育学校において、防災担当職員による出前講座（防災授業）を実施し、児童・

生徒やその保護者の防災意識向上に繋がる取り組みを行う必要がある。 

 

（市街地整備等）（再掲） 

○市街地における大規模な地震災害と、これに伴う同時多発火災が発生した場合の避難場所及

び火災延焼防止帯として機能するほか、救護活動等の拠点として利用でき、有効かつ多様な役

割を果たす都市公園、緑地の整備を図る必要がある。 

○市内には、いわゆる人口集中地区（ＤＩＤ地区）は存在しないが、伝統的建造物群保存地区では

木造の古民家が密集していることから、消防水利の不足、進入路の狭隘等消防活動上の課題
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リスクシナリオ 1-２ 

  地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

を整理した伝統的建造物群保存地区防災計画を策定し、消防当局との連携を図りつつ、各種

防災施設等の整備を図る必要がある。 

 

（防火対策） 

    ○災害時の緊急活動を支える幹線道路の整備や、地域住民の円滑な避難を確保するための避

難路となる道路の整備を推進する必要がある。その際、都市の構造、交通及び防災等を総合的

に検討し、特にその効果の著しい広幅員の道路については緊急性の高いものから整備を促進

する必要がある。 

○道路・公園・河川・砂防等の公共施設管理者は、その施設整備に当たり、災害の拡大防止や安

全な避難地・避難路確保等のオープンスペースとしての機能に配慮した整備が必要である。 

○公営住宅等については、不燃化を促進し、周辺環境を考慮した住宅団地そのものの防災面で

の強化を図るとともに、地域の防災拠点として利用できるよう、配置及び機能等を考慮した住宅

団地造りを進める必要がある。 

○文化財の管理者は、防災施設・設備（収蔵庫、火災報知器、消火栓、貯水槽等）の整備促進を

図る必要がある。また、必要に応じて、文化財の所在の明確化及び見学者に対しての、防火のた

めの標識の設置等を検討する必要がある。 

○林野火災予防のために関係機関と連携して、林野火災の多い時期には特に注意喚起を図る必

要がある。 

○林野周辺住民や登山者等への防火意識の向上を図るため、広報活動や林野火災防ぎょ訓練

を継続して行う必要がある。 

○防火林道、防火森林の整備等に努めるとともに、火災に関する警報発令中の火の使用制限の

徹底を図り、多発時期等における監視パトロール等の強化、火入れを行う者に対する適切な対

応等が必要である。 

○消防機関及び事業者は、防火管理に関する講習会を開催するなど防火管理体制の充実を図る

必要がある。 

 

（伝統的建造物群保存地区の保存） 

○伝統的建造物群保存地区における火災、地震等の各種災害による被害拡大を防ぐため、伝統

的建造物群保存地区防災計画を策定し、消防当局との連携を図りつつ、各種防災施設等を整

備する必要がある。 

 

（避難行動要支援者対策） （再掲） 

○災害時の利用状況を考慮し、避難所の適正配置と充実に努め、市民が安全に避難できるよう

所在地の周知徹底を図るとともに、必要な案内板設置を検討する必要がある。 

○避難行動要支援者の避難支援を迅速かつ的確に行うため、平時から要支援者に関する情報の

把握、防災情報の伝達手段、伝達体制の整備及び避難誘導等の支援体制を確立する必要があ

る。 

○路面の平坦性や有効幅員を確保した避難路の整備、車いすにも支障のない出入口のある避難

所の整備、明るく大きめの文字を用いた防災標識の設置等、要配慮者に配慮した防災基盤整

備を促進していく必要がある。 
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リスクシナリオ 1-２ 

  地震に伴う市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

○市や行政区においては、自主（地区）防災組織、民生委員児童委員・支援協力者等が連携し、

発災時に自助、共助により安否確認や避難を実施する必要性があることから、要支援者が迅速

に避難できるよう、避難行動要支援者避難行動計画（全体計画・個別計画）に基づき、平時か

ら円滑な支援体制を確立する必要がある。 

○学校施設が罹災あるいは地域の避難施設となり、通常の教育ができなくなった場合は、教育関

連機関や防災担当部局等が緊密に連携し、児童・生徒の安全及び教育を確保する必要があ

る。 

○巡回相談チームの編成を想定し、健康状態の把握や適切な保健指導が実施できるよう各種の

情報を共有し、子ども、高齢者や外国人等にも配慮した総合的な支援体制を整える必要があ

る。また、関係機関と連携し、予防接種の必要性を周知するとともに、感染症の発生やまん延を

防止し、公衆衛生の維持向上を図る必要がある。 

 

リスクシナリオ 1-３ 

突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生（た

め池の損壊によるものや、防災インフラの損壊・機能不全等による洪水等に対する脆弱な防災

能力の長期化に伴うものを含む） 

（避難行動要支援者対策） （再掲） 

○災害時の利用状況を考慮し、避難所の適正配置と充実に努め、市民が安全に避難できるよう

所在地の周知徹底を図るとともに、必要な案内板設置を検討する必要がある。 

○避難行動要支援者の避難支援を迅速かつ的確に行うため、平時から要支援者に関する情報の

把握、防災情報の伝達手段、伝達体制の整備及び避難誘導等の支援体制を確立する必要があ

る。 

○路面の平坦性や有効幅員を確保した避難路の整備、車いすにも支障のない出入口のある避難

所の整備、明るく大きめの文字を用いた防災標識の設置等、要配慮者に配慮した防災基盤整

備を促進していく必要がある。 

○市や行政区においては、自主（地区）防災組織、民生委員児童委員・支援協力者等が連携し、

発災時に自助、共助により安否確認や避難を実施する必要性があることから、要支援者が迅速

に避難できるよう、避難行動要支援者避難行動計画（全体計画・個別計画）に基づき、平時か

ら円滑な支援体制を確立する必要がある。 

○学校施設が罹災あるいは地域の避難施設となり、通常の教育ができなくなった場合は、教育関

連機関や防災担当部局等が緊密に連携し、児童・生徒の安全及び教育を確保する必要があ

る。 

○巡回相談チームの編成を想定し、健康状態の把握や適切な保健指導が実施できるよう各種の

情報を共有し、子ども、高齢者や外国人等にも配慮した総合的な支援体制を整える必要があ

る。また、関係機関と連携し、予防接種の必要性を周知するとともに、感染症の発生やまん延を

防止し、公衆衛生の維持向上を図る必要がある。 

 

（河川改修等の治水対策） 

○洪水による水害を予防するため桜川改修期成同盟会等の活動を通して、国、県、流域自治体等

とも連携を図り、氾濫を防ぐ・減らす、被害対象を減らす、被害の軽減・早期復旧・復興に資する
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リスクシナリオ 1-３ 

突発的又は広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生（た

め池の損壊によるものや、防災インフラの損壊・機能不全等による洪水等に対する脆弱な防災

能力の長期化に伴うものを含む） 

施策の総合的な展開を図る必要がある。 

○桜川沿岸や観音川沿岸は、警報級の大雨の際に流域一帯が冠水し農作物等に被害が発生す

るので、その未然防止対策を講じる必要がある。 

○県が洪水浸水想定区域を指定したことに伴い、河川が氾濫した場合に浸水する恐れのある区

域や災害時に避難等の適切な行動をとっていただくためのハザードマップを作成し、土砂災害

と併せて住民に周知する必要がある。 

 

（総合的な土砂災害対策の推進） 

○急傾斜地崩壊対策事業の推進に向け、国や県等に対し協力を要請し、治山事業・森林整備や

まちづくりと一体となった土砂災害対策工事の施工を進めるとともに、危険予想箇所の調査を

行い、危険区域ごとにその範囲・面積・人口・世帯数・建物等について、県が実施する調査結果

等をもとに、予想される災害について被害状況を検討する必要がある。 

○土砂災害の危険区域や災害時に避難等の適切な行動をとっていただくためのハザードマップを

作成し、洪水災害と併せて住民に周知する必要がある。 

○地盤沈下は、地震水害の被害を増大させたり、建築物、土木建造物等の耐震性の劣化につな

がる可能性が指摘されているため、地盤沈下の進行を停止させるよう、その原因でもある地下

水の過剰揚水を規制する必要がある。 

○山桜や里山の保全活用への理解と関心を深め、直接保全管理や調査に関わることで地域が取

り組みやすい環境整備を進めつつ、農林業者や地域コミュニティだけでなく、ボランティアや活

動指導者などの人材育成に取り組みながら、土砂災害対策等も視野に入れた活動に取り組む

必要がある。 

○雨量監視システム（市内９箇所に設置された雨量計）を適切に運用し、土砂災害警戒区域・特

別警戒区域や浸水想定区域内の住民に対して的確な避難情報を提供する体制を整備する必

要がある。 

 

リスクシナリオ 1-4 

  大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）等による多数の死傷者

の発生 

（広域連携体制の整備）（再掲） 

○災害発生時には地域の中心となり活動にあたる消防団や、各広域関係機関との連絡体制を平

時より十分に整えておく必要がある。 

○関係医療機関との連携を強化し、広域消防との救急体制及び通信連絡体制の構築を図る必

要がある。 

○大規模災害の発生時には、救助・救急活動の不足が懸念されるため、災害時相互応援協定等

を活用するとともに、自衛隊など各機関の応援を受け入れるための受援計画を策定し、円滑な

活動ができる体制を整備する必要がある。さらに、近隣市町村も同時に被災する可能性が高い

ことを踏まえ、応援要請などについて県に対し積極的に働きかける必要がある。 

○土石流発生危険予測渓流には、重点的に県の砂防工事の施工を支援して、土石流の流下を未

然に防止するよう強力に事業を推進するとともに、危険予想地域に警報の伝達・避難等の措置
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リスクシナリオ 1-4 

  大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）等による多数の死傷者

の発生 

が緊急時に際して適切に行われるよう整備する必要がある。 

○市、警察、消防機関は、平時から防災に関する情報の収集に努めるとともに、災害発生の危険性

のある地域を把握し、情報を共有する必要がある。 

○広域消防との連携を強化し、必要な消防職員の確保及び技術向上に努めるとともに、消防施設

の整備を進め常備消防力の向上を図る必要がある。 

○災害対応において「自助・共助・公助」のうち、特に自助・共助が重要であることから、自主（地

区）防災組織の結成及び充実に向けた取り組みを促進する必要がある。 

○大規模災害時等における迅速な被災者支援体制を確保するため、茨城県と県内市町村が共同

で構築した罹災証明書や被災者台帳の作成機能を有する「被災者生活再建支援システム」

を、県管理の下に運用を図る必要がある。 

 

（自然災害を考慮した土地利用等） 

○災害の発生に伴う地すべり、がけ崩れ等の地盤災害を事前に防止するため、危険地域の実態を

把握し、危険な箇所における必要な災害防止策を実施するとともに、地盤の液状化を招く宅地

造成工事の規制を行う必要がある。 

 

（農業水利施設等の老朽化対策及び耐震化） 

○被災した場合に農業生産への影響が大きい農業用ため池や排水機場等の基幹的農業水利施

設の老朽化対策及び耐震化に向けた取り組みを推進する必要がある。 

 

（農林水産業に係る生産基盤等の災害対応力の強化） 

○災害発生時の被害を最小化するため、基幹的農業水利施設等の機能診断、治山対策等のハ

ード対策を進めるとともに、地域コミュニティと連携した施設の保全、管理等のソフト対策を組み

合わせた対策を推進する必要がある。 

○農地や農業水利施設等については、地域コミュニティの脆弱化により、地域の共同活動等によ

る保全管理が困難となり、地域防災力・活動力の低下が懸念されるため、地域の主体性・協働

力を生かした地域コミュニティ等による農地・農業水利施設等の地域資源の適切な保全管理

や自立的な防災・復旧活動の体制整備を推進する必要がある。 

○森林については、適切な森林の整備や山地災害の危険性の高い箇所を優先に着手するなど、

総合的かつ効果的な治山対策の推進が必要である。 

○多様な生態系を有する農地や森林の荒廃を防止するため、県や市鳥獣害対策協議会などとも

連携を図り効率的な有害鳥獣対策を推進する必要がある。 

 

（河川改修等の治水対策）（再掲） 

○洪水による水害を予防するため桜川改修期成同盟会等の活動を通して、国、県、流域自治体等

とも連携を図り、氾濫を防ぐ・減らす、被害対象を減らす、被害の軽減・早期復旧・復興に資する

施策の総合的な展開を図る必要がある。 

○桜川沿岸や観音川沿岸は、警報級の大雨の際に流域一帯が冠水し農作物等に被害が発生す

るので、その未然防止対策を講じる必要がある。 

○県が洪水浸水想定区域を指定したことに伴い、河川が氾濫した場合に浸水する恐れのある区
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リスクシナリオ 1-4 

  大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）等による多数の死傷者

の発生 

域や災害時に避難等の適切な行動をとっていただくためのハザードマップを作成し、土砂災害

と併せて住民に周知する必要がある。 

 

（総合的な土砂災害対策の推進）（再掲） 

○急傾斜地崩壊対策事業の推進に向け、国や県等に対し協力を要請し、治山事業・森林整備や

まちづくりと一体となった土砂災害対策工事の施工を進めるとともに、危険予想箇所の調査を

行い、危険区域ごとにその範囲・面積・人口・世帯数・建物等について、県が実施する調査結果

等をもとに、予想される災害について被害状況を検討する必要がある。 

○土砂災害の危険区域や災害時に避難等の適切な行動をとっていただくためのハザードマップを

作成し、洪水災害と併せて住民に周知する必要がある。 

○地盤沈下は、地震水害の被害を増大させたり、建築物、土木建造物等の耐震性の劣化につな

がる可能性が指摘されているため、地盤沈下の進行を停止させるよう、その原因でもある地下

水の過剰揚水を規制する必要がある。 

○山桜や里山の保全活用への理解と関心を深め、直接保全管理や調査に関わることで地域が取

り組みやすい環境整備を進めつつ、農林業者や地域コミュニティだけでなく、ボランティアや活

動指導者などの人材育成に取り組みながら、土砂災害対策等も視野に入れた活動に取り組む

必要がある。 

○雨量監視システム（市内９箇所に設置された雨量計）を適切に運用し、土砂災害警戒区域・特

別警戒区域や浸水想定区域内の住民に対して的確な避難情報を提供する体制を整備する必

要がある。 

 

（土砂災害防止施設等の長寿命化対策） 

○土砂関連災害を未然に防止し、あるいは最小限にとどめるため、国や県などの協力を得て災害

対策工事を進めるとともに、地すべり防止等予防事業の促進を図る必要がある。 
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事前に備えるべき目標２  

救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、 

被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ 

 

リスクシナリオ２-1 

  自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

（広域連携体制の整備）（再掲） 

○災害発生時には地域の中心となり活動にあたる消防団や、各広域関係機関との連絡体制を平

時より十分に整えておく必要がある。 

○関係医療機関との連携を強化し、広域消防との救急体制及び通信連絡体制の構築を図る必

要がある。 

○大規模災害の発生時には、救助・救急活動の不足が懸念されるため、災害時相互応援協定等

を活用するとともに、自衛隊など各機関の応援を受け入れるための受援計画を策定し、円滑な

活動ができる体制を整備する必要がある。さらに、近隣市町村も同時に被災する可能性が高い

ことを踏まえ、応援要請などについて県に対し積極的に働きかける必要がある。 

○土石流発生危険予測渓流には、重点的に県の砂防工事の施工を支援して、土石流の流下を未

然に防止するよう強力に事業を推進するとともに、危険予想地域に警報の伝達・避難等の措置

が緊急時に際して適切に行われるよう整備する必要がある。 

○市、警察、消防機関は、平時から防災に関する情報の収集に努めるとともに、災害発生の危険性

のある地域を把握し、情報を共有する必要がある。 

○広域消防との連携を強化し、必要な消防職員の確保及び技術向上に努めるとともに、消防施設

の整備を進め常備消防力の向上を図る必要がある。 

○災害対応において「自助・共助・公助」のうち、特に自助・共助が重要であることから、自主（地

区）防災組織の結成及び充実に向けた取り組みを促進する必要がある。 

○大規模災害時等における迅速な被災者支援体制を確保するため、茨城県と県内市町村が共同

で構築した罹災証明書や被災者台帳の作成機能を有する「被災者生活再建支援システム」

を、県管理の下に運用を図る必要がある。 

 

（警察・消防等の防災拠点機能の確保）（再掲） 

○消防設備においては複雑化・多様化する災害に対応し、大規模災害に備えて効果的に活動が

できるよう、充実と強化に引き続き取り組む必要がある。 

○災害現場では、情報の伝達を迅速かつ的確に行えるよう、消防通信施設の充実を進める必要

がある。 

○災害時の防災拠点となる学校施設の耐震化率は、平成２７年度時点で１００％を達成している。

学校施設は、大規模災害時に地域住民の避難所として機能し、安全を確保する上で重要な役

割を果たしているため、適切な維持管理に引き続き取り組むことが必要である。 

 

リスクシナリオ２-2 

  医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医

療機能の麻痺 

（医療救護施設等の機能強化） 

○医療救護施設等は、災害時に建築物の倒壊等を未然に防止するため、法令等に従い、必要に

応じて耐震化に努めるとともに、災害時における電力供給の途絶に備え、病院等医療機関にお

ける燃料タンクや自家発電装置の設置を推進する必要がある。 
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リスクシナリオ２-2 

  医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医

療機能の麻痺 

（医療救護活動の体制強化） 

○災害時における医師や看護師等の派遣をはじめとした医療救護活動について、医療関係団体

との協定の締結を進めることにより協力体制の強化を図るとともに、医療関係団体は市が実施

する防災訓練に積極的に参加する必要がある。さらに、協議会の設置又は会議等を通じ、平時

より相互の連携を図る必要がある。 

 

（地域の医療機関の連携） 

○広域的かつ大規模な災害時には、負傷者が大量に発生し、応急処置・搬送・治療能力等を上

回るおそれがあることから、地域の医療機関の活用を含めた適切な医療機能の提供の在り方

について検討する必要がある。 

 

（医薬品等の供給体制の整備） 

○緊急時における医薬品等の供給のための連絡体制について、医療機関への周知を図り、災害

時における救急医療への対応に備える必要がある。 

 

リスクシナリオ２-3 

  劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理状態の悪化

による災害関連死の発生 

（要配慮者利用施設における避難確保計画の策定等促進） 

○市内の要配慮者利用施設に対し、県などとの連携を図り、水防法等に基づく避難確保計画の

作成や避難訓練の実施を促進するとともに、タイムラインの作成や多様な防災関係機関との連

携を通じて、各種訓練の実施を支援する必要がある。 

 

リスクシナリオ２-4 

  被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

（物資、資機材等の備蓄、調達体制の整備） 

○大規模災害発生時には応急復旧に必要な資機材等が不足することが懸念されるので、資機材

を備蓄し定期的に点検、整備を行うとともに県内外の他市町村との相互応援体制の構築を図

る必要がある。 

○避難が長期化する大規模災害発生の際には多くの方が避難することになるため、食料や生活

必需品等の備蓄数量を計画的に確保するとともに、適宜、備蓄状況を公表することが必要であ

る。また災害時には避難所のトイレが使用できなくなることが想定されるので非常用トイレの整

備が必要である。 

○避難が長期化し、市が備蓄している物資だけでは対応が困難となる状況を踏まえ、他自治体や

民間企業との協定を活用し、安定的な物資提供の確保を図る必要がある。 

 

（被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止） 

○各家庭における生活必需品や食糧の備蓄確保を促す必要がある。 

○災害発生時に被災者へ飲料水等を速やかに供給するためには、備蓄数量を計画的に確保する

とともに、事業者等との協定に基づき流通備蓄を活用する必要がある。 
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リスクシナリオ２-4 

  被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

〇市内の生産者や事業者と密接な関係を持つ地域商社を仲介役として、災害発生直後の迅速な

食料の調達スキームの確立が必要である。 

 

（情報通信ネットワークの整備） 

○防災行政無線については、既に整備が完了しているが、その適正な運用を維持するため、引き

続き維持管理に取り組む必要がある。 

○公共施設個別施設計画の策定にあたり、電気設備についても現地調査を実施し、老朽化した

設備の早期発見及び補強措置を講ずるほか、計画的な設備更新を行い、設備の安定化を図る

必要がある。 

○避難所開設時に、フリーＷｉ－Ｆｉスポット導入先を検討する必要がある。 

 

（孤立の可能性がある地域における対策の推進） 

○道路及び橋梁が被害を受けて、その早期復旧が困難で交通に支障をきたす場合に対処するた

めに、重要な道路に連絡する迂回道路をあらかじめ調査して、緊急事態に備える必要がある。 

○道路状況や通信手段の確保状況から孤立が予想される地域について、事前に状況を把握する

よう努め、過去の災害事例を参考にするとともに、消防署や消防団などの防災関係機関から意

見を聴取する必要がある。 

○孤立の可能性がある地域では、地域の代表者（区長等）と、災害発生時の防災情報提供体制

を整備する必要がある。 

○孤立の可能性がある地域において、救出救助や物資投下のための緊急ヘリポート用地（校庭、

空き地、休耕田等）を選定・確保しておく必要がある。 

 

リスクシナリオ２-5 

  想定を超える大量の帰宅困難者等の発生による混乱 

（物資、資機材等の備蓄、調達体制の整備）（再掲） 

○大規模災害発生時には応急復旧に必要な資機材等が不足することが懸念されるので、資機材

を備蓄し定期的に点検、整備を行うとともに県内外の他市町村との相互応援体制の構築を図

る必要がある。 

○避難が長期化する大規模災害発生の際には多くの方が避難することになるため、食料や生活

必需品等の備蓄数量を計画的に確保するとともに、適宜、備蓄状況を公表することが必要であ

る。また災害時には避難所のトイレが使用できなくなることが想定されるので非常用トイレの整

備が必要である。 

○避難が長期化し、市が備蓄している物資だけでは対応が困難となる状況を踏まえ、他自治体や

民間企業との協定を活用し、安定的な物資提供の確保を図る必要がある。 

 

リスクシナリオ２-6 

  大規模な自然災害と感染症との同時発生 

（医療救護活動の体制強化）（再掲） 

○災害時における医師や看護師等の派遣をはじめとした医療救護活動について、医療関係団体

との協定の締結を進めることにより協力体制の強化を図るとともに、医療関係団体は市が実施

する防災訓練に積極的に参加する必要がある。さらに、協議会の設置又は会議等を通じ、平時
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リスクシナリオ２-6 

  大規模な自然災害と感染症との同時発生 

より相互の連携を図る必要がある。 

 

（地域の医療機関の連携）（再掲） 

○広域的かつ大規模な災害時には、負傷者が大量に発生し、応急処置・搬送・治療能力等を上

回るおそれがあることから、地域の医療機関の活用を含めた適切な医療機能の提供の在り方

について検討する必要がある。 
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事前に備えるべき目標３  

必要不可欠な行政機能は確保する 

 

リスクシナリオ 3-1 

  被災による警察機能の大幅な低下等による治安の悪化、社会の混乱 

（広域連携体制の整備）（再掲） 

○災害発生時には地域の中心となり活動にあたる消防団や、各広域関係機関との連絡体制を平

時より十分に整えておく必要がある。 

○関係医療機関との連携を強化し、広域消防との救急体制及び通信連絡体制の構築を図る必

要がある。 

○大規模災害の発生時には、救助・救急活動の不足が懸念されるため、災害時相互応援協定等

を活用するとともに、自衛隊など各機関の応援を受け入れるための受援計画を策定し、円滑な

活動ができる体制を整備する必要がある。さらに、近隣市町村も同時に被災する可能性が高い

ことを踏まえ、応援要請などについて県に対し積極的に働きかける必要がある。 

○土石流発生危険予測渓流には、重点的に県の砂防工事の施工を支援して、土石流の流下を未

然に防止するよう強力に事業を推進するとともに、危険予想地域に警報の伝達・避難等の措置

が緊急時に際して適切に行われるよう整備する必要がある。 

○市、警察、消防機関は、平時から防災に関する情報の収集に努めるとともに、災害発生の危険性

のある地域を把握し、情報を共有する必要がある。 

○広域消防との連携を強化し、必要な消防職員の確保及び技術向上に努めるとともに、消防施設

の整備を進め常備消防力の向上を図る必要がある。 

○災害対応において「自助・共助・公助」のうち、特に自助・共助が重要であることから、自主（地

区）防災組織の結成及び充実に向けた取り組みを促進する必要がある。 

○大規模災害時等における迅速な被災者支援体制を確保するため、茨城県と県内市町村が共同

で構築した罹災証明書や被災者台帳の作成機能を有する「被災者生活再建支援システム」

を、県管理の下に運用を図る必要がある。 

 

（交通事故等の回避対策） 

○警察及び関係機関の指示のもと、交通安全団体組織による避難誘導や交通整理等の補助員と

して、対応できるよう連携を図る必要がある。 

 

リスクシナリオ 3-2 

  市の職員･施設等の被災による機能の大幅な低下 

（市の防災拠点機能の確保）（再掲） 

○市庁舎は、市民の安全を守る防災拠点としての役割を果たすため、耐震基準を満たし、大規模

災害時でも７２時間業務継続が可能な非常用発電を備え、自衛隊などの災害派遣の受け入れ

が可能となる新庁舎の整備が必要である。  

○災害対策本部員、災害対策本部事務局職員をはじめ、市職員の災害対応力強化及び防災意

識向上のための訓練を、定期的に実施する必要がある。 

 

（防災ＤＸの推進） 

○防災関連業務において、防災ＤＸを推進し、業務の効率化を図る必要がある。 

○大規模災害時等における迅速な被災者支援体制を確保するため、茨城県と県内市町村が共同

で構築した罹災証明書や被災者台帳の作成機能を有する「被災者生活再建支援システム」

を、県管理の下に運用を図る必要がある。（再掲） 
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リスクシナリオ 4-1 

  サプライチェーンの寸断等による市内企業の生産力低下による社会活動の維持への甚大な影

響 

（市内事業者における事業継続計画：ＢＣＰの普及啓発） 

○中小企業における主体的な事業継続計画の取り組みを推進するため、ＢＣＰの事例を市ホーム

ページで公開することで、ＢＣＰの普及啓発を図る必要がある。 

○発災時における市内事業者の事業継続と有害物質の発生及び拡大を防ぐため、関係機関と連

携して法令の定めるところによる保安体制の強化や事業継続計画などの策定を促進し、適正な

保安意識の向上、訓練の徹底、自衛消防組織の育成、危険物等取扱施設の安全性を高める必

要がある。 

 

リスクシナリオ 4-２ 

  高圧ガス施設等の重要な産業施設の火災、爆発等に伴う有害物質等の大規模拡散・流出 

（市内事業者における事業継続計画：ＢＣＰの普及啓発）（再掲） 

○中小企業における主体的な事業継続計画の取り組みを推進するため、ＢＣＰの事例を市ホーム

ページで公開することで、ＢＣＰの普及啓発を図る必要がある。 

○発災時における市内事業者の事業継続と有害物質の発生及び拡大を防ぐため、関係機関と連

携して法令の定めるところによる保安体制の強化や事業継続計画などの策定を促進し、適正な

保安意識の向上、訓練の徹底、自衛消防組織の育成、危険物等取扱施設の安全性を高める必

要がある。 

 

リスクシナリオ 4-３ 

  食料等の安定供給の停滞に伴う、市民生活・社会経済活動への甚大な影響 

（農業水利施設等の老朽化対策及び耐震化）（再掲） 

○被災した場合に農業生産への影響が大きい農業用ため池や排水機場等の基幹的農業水利施

設の老朽化対策及び耐震化に向けた取り組みを推進する必要がある。 

 

リスクシナリオ 4-４ 

  農地・森林や生態系等の被害に伴う市域の荒廃・多面的機能の低下 

（自然災害を考慮した土地利用等）（再掲） 

○災害の発生に伴う地すべり、がけ崩れ等の地盤災害を事前に防止するため、危険地域の実態を

把握し、危険な箇所における必要な災害防止策を実施するとともに、地盤の液状化を招く宅地

造成工事の規制を行う必要がある。 

 

（多様な生態系の保全・再生の促進） 

○市域の山地の多くは、水郷筑波国定公園に指定されており、そのふもとに広がる田園地帯や桜

川、ため池等と一体となって多様な生態系を有していることから、各管理者等との連携により生

態系の保全・再生を図る必要がある。 

 

事前に備えるべき目標４  

経済活動を機能不全に陥らせない 
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リスクシナリオ 4-４ 

  農地・森林や生態系等の被害に伴う市域の荒廃・多面的機能の低下 

（農林水産業に係る生産基盤等の災害対応力の強化）（再掲） 

○災害発生時の被害を最小化するため、基幹的農業水利施設等の機能診断、治山対策等のハ

ード対策を進めるとともに、地域コミュニティと連携した施設の保全、管理等のソフト対策を組み

合わせた対策を推進する必要がある。 

○農地や農業水利施設等については、地域コミュニティの脆弱化により、地域の共同活動等によ

る保全管理が困難となり、地域防災力・活動力の低下が懸念されるため、地域の主体性・協働

力を生かした地域コミュニティ等による農地・農業水利施設等の地域資源の適切な保全管理

や自立的な防災・復旧活動の体制整備を推進する必要がある。 

○森林については、適切な森林の整備や山地災害の危険性の高い箇所を優先に着手するなど、

総合的かつ効果的な治山対策の推進が必要である。 

○多様な生態系を有する農地や森林の荒廃を防止するため、県や市鳥獣害対策協議会などとも

連携を図り効率的な有害鳥獣対策を推進する必要がある。 
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事前に備えるべき目標５  

情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、 

交通ネットワーク等の被害を最小限にとどめるとともに、早期に復旧させる 

 

リスクシナリオ 5-1 

  テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・SNSなど、災害時に活用

する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず避難行動や救助・支援が遅れる事

態 

（情報通信ネットワークの整備）（再掲） 

○防災行政無線については、既に整備が完了しているが、その適正な運用を維持するため、引き

続き維持管理に取り組む必要がある。 

○公共施設個別施設計画の策定にあたり、電気設備についても現地調査を実施し、老朽化した

設備の早期発見及び補強措置を講ずるほか、計画的な設備更新を行い、設備の安定化を図る

必要がある。 

○避難所開設時に、フリーＷｉ－Ｆｉスポット導入先を検討する必要がある。 

 

（災害情報の収集、伝達体制の確保） 

○関係機関による巡回や行政区区長等からの報告により情報を得られることもあるが、必要に応

じて県の防災ヘリの要請やドローンによる偵察も行う必要がある。 

○全国瞬時警報システム（Ｊアラート）自動起動装置や防災行政無線など、市民への情報を確実

かつ迅速に提供するための手段の更なる多様化を図る必要がある。 

○区長を通じて直接情報を伝達する場合もあるため、自主（地区）防災組織の情報班をはじめ、

組織体制の構築を推進する必要がある。 

○災害発生時に正確な情報を発信するため、状況に応じて発信すべき情報や情報発信手段をシ

ミュレーションする必要がある。  

○住民への情報伝達手段として、防災行政無線をはじめ様々な媒体の活用を促進するとともに、

これらを適切に運用し事象に応じた災害情報を伝える体制の充実を図る必要がある。 

○住民に対し、確実に情報を発信できるよう、防災行政無線拡声子局のバッテリーを定期的に

更新する必要がある。また、老朽化した拡声子局パンザマストを優先順位を定めた上で更新し

ていく必要がある。（再掲） 

 

（情報伝達手段の多様化） 

○避難情報などの緊急情報を住民に迅速かつ確実に伝達するため防災アプリを構築したが、防

災行政無線の内容が聞こえない場合やアプリの不具合が発生した場合でも、確実に情報伝

達が行えるよう、更なる伝達手段の多様化を推進する必要がある。 

 

リスクシナリオ 5-２ 

  電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大規模にわたる機能の停止 

（エネルギーの供給源の安定化） 

○災害発生時の停電を回避するため、公共施設や福祉施設等の避難所において、自家発電設備

や燃料の備蓄を図る必要がある。 
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リスクシナリオ 5-２ 

  電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大規模にわたる機能の停止 

（情報通信ネットワークの整備）（再掲） 

○防災行政無線については、既に整備が完了しているが、その適正な運用を維持するため、引き

続き維持管理に取り組む必要がある。 

○公共施設個別施設計画の策定にあたり、電気設備についても現地調査を実施し、老朽化した

設備の早期発見及び補強措置を講ずるほか、計画的な設備更新を行い、設備の安定化を図る

必要がある。 

○避難所開設時に、フリーＷｉ－Ｆｉスポット導入先を検討する必要がある。 

 

リスクシナリオ 5-３ 

  都市ガス供給・石油・ＬＰガス等の燃料供給施設等の長期間にわたる機能の停止  

（ライフラインの災害対応力強化・早期復旧） 

○主要な市街地等と高速道路のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路情報ネットワークシ

ステム、道路防災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の整備を促進する必要がある。  

○災害発生時におけるライフライン機能の維持・確保や早期復旧を図るため、電気、ガス、上下水

道、通信などのライフライン関係機関と連携しながら、発電施設、ＬＰガス充てん所における緊急

時に備えた訓練の実施など、災害対応力の強化を図る必要がある。また、発災後の早期復旧に

向けて、関係機関の連携等により、装備資機材の充実、情報共有などの必要な体制整備を図る

必要がある。 

 

（大規模災害発生時の緊急給油対策） 

○災害発生時には、使用可能な給油所が限られる場合があることを踏まえ、石油業組合との協定

に基づき、必要な車両や施設への優先的な給油を確保するため、連絡体制を整えておく必要が

ある。  

 

（エネルギーの供給源の安定化）（再掲） 

○災害発生時の停電を回避するため、公共施設や福祉施設等の避難所において、自家発電設備

や燃料の備蓄を図る必要がある。 

 

リスクシナリオ 5-４ 

  上下水道施設の長期間にわたる機能停止 

（上下水道施設の耐震化等） 

○水道は、災害時でも安定した給水を確保することが求められている重要な社会インフラであるこ

とから、長期間にわたる供給停止を防ぐために、基幹管路等水道施設の老朽化対策及び耐震

化を着実に進める必要がある。 

○水道の施設設備や水道管路等の老朽化や耐震化対策、技術者の確保などを効果的、効率的

に進められるよう水道事業の広域連携が必要である。 

○下水道施設の下水道ＢＣＰは、策定率（簡易版）１００％であるが、災害時における対応訓練を

重ねながら継続的に見直し、内容の充実を図る必要がある。 

○農業集落排水施設の最適整備構想に基づき、老朽化対策や耐震化を進める必要がある。 

○下水道ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の改築更新及び長寿命化対策工事を進
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リスクシナリオ 5-４ 

  上下水道施設の長期間にわたる機能停止 

める必要がある。 

○地震などの災害に強いとされている浄化槽について、使用者による適切な維持管理と老朽化し

た浄化槽の更新を促す必要がある。 

 

（ライフラインの災害対応力強化・早期復旧）（再掲） 

○主要な市街地等と高速道路のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路情報ネットワークシ

ステム、道路防災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の整備を促進する必要がある。  

○災害発生時におけるライフライン機能の維持・確保や早期復旧を図るため、電気、ガス、上下水

道、通信などのライフライン関係機関と連携しながら、発電施設、ＬＰガス充てん所における緊急

時に備えた訓練の実施など、災害対応力の強化を図る必要がある。また、発災後の早期復旧に

向けて、関係機関の連携等により、装備資機材の充実、情報共有などの必要な体制整備を図る

必要がある。 

 

リスクシナリオ 5-５ 

  基幹的交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響 

（ライフラインの災害対応力強化・早期復旧）（再掲） 

○主要な市街地等と高速道路のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路情報ネットワークシ

ステム、道路防災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の整備を促進する必要がある。  

○災害発生時におけるライフライン機能の維持・確保や早期復旧を図るため、電気、ガス、上下水

道、通信などのライフライン関係機関と連携しながら、発電施設、ＬＰガス充てん所における緊急

時に備えた訓練の実施など、災害対応力の強化を図る必要がある。また、発災後の早期復旧に

向けて、関係機関の連携等により、装備資機材の充実、情報共有などの必要な体制整備を図る

必要がある。 

 

（道路等の防災・減災対策及び耐震化）（再掲） 

○国道及び県道の拡幅について国や県に対し積極的に要望し、それに伴い幹線道路を連絡する

補助幹線道路を整備する必要がある。 

○幅員の狭い市道の拡幅、又は老朽化した舗装道路の補修整備を図る必要がある。 

○橋梁の点検を実施し、老朽橋の架替え、補修、補強を行い、災害時における応急救助活動や避

難時の安全性の確保を図る必要がある。 

○災害時における交通の安全、緊急輸送の確保のための交通応急対策については、道路管理者

（市道においては市長）、公安委員会、警察その他関係機関の協力のもとに、本計画の定めると

ころにより実施する必要がある。 

○各道路管理者との協力のもとに、桜川市バス（ヤマザクラＧＯ）の運行ルートの防災、震災対策

や緊急輸送道路の洪水・土砂災害対策等を着実に推進する必要がある。 

○道路管理者は、安全性・信頼性の高い道路整備を進めるため、計画的かつ総合的な視点に立

って、道路施設の整備を行う必要がある。特に、道路脇の水路、電柱上の高圧トランスなど、道路

利用者並びに道路に付帯する構造物等に留意し、安全対策を図る必要がある。 
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リスクシナリオ 5-５ 

  基幹的交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響 

（緊急輸送体制の整備）（再掲） 

○市内の防災活動拠点（市庁舎、警察署、消防署）、輸送拠点（道路、鉄道駅、臨時ヘリポート、物

資集積場等）、防災備蓄拠点を有機的に結ぶ道路網を主体とした安全性、信頼性の高い緊急

輸送ネットワークの整備を推進する必要がある。 

○緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、茨城県都市計画道路再検討指針に基づく都

市計画道路の再検討結果等とも連携しつつ、主要な市街地等と高速道路のアクセス強化、ネッ

トワーク機能の向上、道路情報ネットワークシステム、道路防災対策等を通じて安全性、信頼性

の高い道路網を整備する必要がある。 

○行政区域内の緊急輸送道路の被害状況、緊急道路上の障害物の状況を把握し、速やかに県に

報告する。また、県指定の緊急輸送道路と、災害対策本部、避難所、ヘリポート、救援物資集積

場所等、防災重要拠点とを結ぶ市道について啓開し、応急対策の実施体制の確保を図る必要

がある。 

 

（緊急輸送道路の整備） 

○人命救助や生活物資・資機材等の広域的な緊急輸送を行うため、緊急輸送道路を指定する必

要がある。指定された緊急輸送道路の管理者は、最新の国の基準や国の点検要領に基づき、

災害に対する強度の調査を行い、必要な整備を順次実施するとともに、被災箇所の優先復旧を

図るため、必要な資機材の確保等、早期復旧のために必要な対策をあらかじめ検討しておく必

要がある。 

 

（林道等の整備） 

○災害発生時における避難路や代替輸送道路を確保するため、迂回路として活用しうる林道を把

握し、整備を推進する必要がある。 
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事前に備えるべき目標６  

社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

 

リスクシナリオ 6-1 

  自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域合意の欠如等により、復

興が大幅に遅れ地域が衰退する事態 

（地域防災力の強化） 

○地域の防災力を高めるために自主（地区）防災組織の結成、育成を推進していく必要がある。 

○自主（地区）防災組織の育成を推進するとともに、建設業団体との協定を通じて、迅速な復旧が

可能となる体制を整えておく必要がある。 

○火災予防週間などの機会を活用し、市民への防火意識の向上を積極的に図るとともに、平時か

ら火災の未然防止を図る必要がある。 

○消防団は、今後も地域防災力を維持していくために、桜川市消防団組織再編計画（令和７年２

月）に基づき、新たな組織体制の構築を図る必要がある。  

○消防団が活動するために必要な救助用資機材搭載型消防ポンプ自動車等や、車庫・詰所等、

車両や施設を優先順位を定めた上で更新する必要がある。 

○大規模災害時等には、消火栓が使用できなくなったり、消防車両の到着が遅れたりすることも想

定されるので、住民の初期消火活動が積極的に行われるよう指導する必要がある。 

○自分の生命や財産は自分で守るという自助の考え方を踏まえ、緊急時に一人ひとりが正しい判

断で行動できるよう防災意識の向上を促す必要がある。 

○本市独自の取り組みである桜川市防災安全士（桜ＢＢ）の養成を推進し、災害時に必要な知識

や技能を持つ人材を確保する必要がある。 

○避難所を単位とした、地区防災計画の策定を推進する必要がある。 

 

（防火対策）（再掲） 

    ○災害時の緊急活動を支える幹線道路の整備や、地域住民の円滑な避難を確保するための避

難路となる道路の整備を推進する必要がある。その際、都市の構造、交通及び防災等を総合的

に検討し、特にその効果の著しい広幅員の道路については緊急性の高いものから整備を促進

する必要がある。 

○道路・公園・河川・砂防等の公共施設管理者は、その施設整備に当たり、災害の拡大防止や安

全な避難地・避難路確保等のオープンスペースとしての機能に配慮した整備が必要である。 

○公営住宅等については、不燃化を促進し、周辺環境を考慮した住宅団地そのものの防災面で

の強化を図るとともに、地域の防災拠点として利用できるよう、配置及び機能等を考慮した住宅

団地造りを進める必要がある。 

○文化財の管理者は、防災施設・設備（収蔵庫、火災報知器、消火栓、貯水槽等）の整備促進を

図る必要がある。また、必要に応じて、文化財の所在の明確化及び見学者に対しての、防火のた

めの標識の設置等を検討する必要がある。 

○林野火災予防のために関係機関と連携して、林野火災の多い時期には特に注意喚起を図る必

要がある。 

○林野周辺住民や登山者等への防火意識の向上を図るため、広報活動や林野火災防ぎょ訓練

を継続して行う必要がある。 

○防火林道、防火森林の整備等に努めるとともに、火災に関する警報発令中の火の使用制限の

徹底を図り、多発時期等における監視パトロール等の強化、火入れを行う者に対する適切な対
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リスクシナリオ 6-1 

  自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域合意の欠如等により、復

興が大幅に遅れ地域が衰退する事態 

応等が必要である。 

○消防機関及び事業者は、防火管理に関する講習会を開催するなど防火管理体制の充実を図る

必要がある。 

 

（農林水産業に係る生産基盤等の災害対応力の強化）（再掲） 

○災害発生時の被害を最小化するため、基幹的農業水利施設等の機能診断、治山対策等のハ

ード対策を進めるとともに、地域コミュニティと連携した施設の保全、管理等のソフト対策を組み

合わせた対策を推進する必要がある。 

○農地や農業水利施設等については、地域コミュニティの脆弱化により、地域の共同活動等によ

る保全管理が困難となり、地域防災力・活動力の低下が懸念されるため、地域の主体性・協働

力を生かした地域コミュニティ等による農地・農業水利施設等の地域資源の適切な保全管理

や自立的な防災・復旧活動の体制整備を推進する必要がある。 

○森林については、適切な森林の整備や山地災害の危険性の高い箇所を優先に着手するなど、

総合的かつ効果的な治山対策の推進が必要である。 

○多様な生態系を有する農地や森林の荒廃を防止するため、県や市鳥獣害対策協議会などとも

連携を図り効率的な有害鳥獣対策を推進する必要がある。 

 

（総合的な土砂災害対策の推進）（再掲） 

○急傾斜地崩壊対策事業の推進に向け、国や県等に対し協力を要請し、治山事業・森林整備や

まちづくりと一体となった土砂災害対策工事の施工を進めるとともに、危険予想箇所の調査を

行い、危険区域ごとにその範囲・面積・人口・世帯数・建物等について、県が実施する調査結果

等をもとに、予想される災害について被害状況を検討する必要がある。 

○土砂災害の危険区域や災害時に避難等の適切な行動をとっていただくためのハザードマップを

作成し、洪水災害と併せて住民に周知する必要がある。 

○地盤沈下は、地震水害の被害を増大させたり、建築物、土木建造物等の耐震性の劣化につな

がる可能性が指摘されているため、地盤沈下の進行を停止させるよう、その原因でもある地下

水の過剰揚水を規制する必要がある。 

○山桜や里山の保全活用への理解と関心を深め、直接保全管理や調査に関わることで地域が取

り組みやすい環境整備を進めつつ、農林業者や地域コミュニティだけでなく、ボランティアや活

動指導者などの人材育成に取り組みながら、土砂災害対策等も視野に入れた活動に取り組む

必要がある。 

○雨量監視システム（市内９箇所に設置された雨量計）を適切に運用し、土砂災害警戒区域・特

別警戒区域や浸水想定区域内の住民に対して的確な避難情報を提供する体制を整備する必

要がある。 
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リスクシナリオ 6-２ 

  災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボランティア、NPO、企業、労

働者、地域に精通した技術者等）の不足等により復興できなくなる事態 

（施設の復旧・復興を担う人材の育成・確保） 

○災害救助・救命資機材については消防、警察、県が中心に整備を進めているが、これらの機関

で保有することが困難なものがある場合は、市と関係機関とで協議し、整備・備蓄を図る必要が

ある。 

 

（地域防災力の強化）（再掲） 

○地域の防災力を高めるために自主（地区）防災組織の結成、育成を推進していく必要がある。 

○自主（地区）防災組織の育成を推進するとともに、建設業団体との協定を通じて、迅速な復旧が

可能となる体制を整えておく必要がある。 

○火災予防週間などの機会を活用し、市民への防火意識の向上を積極的に図るとともに、平時か

ら火災の未然防止を図る必要がある。 

○消防団は、今後も地域防災力を維持していくために、桜川市消防団組織再編計画（令和７年２

月）に基づき、新たな組織体制の構築を図る必要がある。  

○消防団が活動するために必要な救助用資機材搭載型消防ポンプ自動車等や、車庫・詰所等、

車両や施設を優先順位を定めた上で更新する必要がある。 

○大規模災害時等には、消火栓が使用できなくなったり、消防車両の到着が遅れたりすることも想

定されるので、住民の初期消火活動が積極的に行われるよう指導する必要がある。 

○自分の生命や財産は自分で守るという自助の考え方を踏まえ、緊急時に一人ひとりが正しい判

断で行動できるよう防災意識の向上を促す必要がある。 

○本市独自の取り組みである桜川市防災安全士（桜ＢＢ）の養成を推進し、災害時に必要な知識

や技能を持つ人材を確保する必要がある。 

○避難所を単位とした、地区防災計画の策定を推進する必要がある。 

 

（総合的な土砂災害対策の推進）（再掲） 

○急傾斜地崩壊対策事業の推進に向け、国や県等に対し協力を要請し、治山事業・森林整備や

まちづくりと一体となった土砂災害対策工事の施工を進めるとともに、危険予想箇所の調査を

行い、危険区域ごとにその範囲・面積・人口・世帯数・建物等について、県が実施する調査結果

等をもとに、予想される災害について被害状況を検討する必要がある。 

○土砂災害の危険区域や災害時に避難等の適切な行動をとっていただくためのハザードマップを

作成し、洪水災害と併せて住民に周知する必要がある。 

○地盤沈下は、地震水害の被害を増大させたり、建築物、土木建造物等の耐震性の劣化につな

がる可能性が指摘されているため、地盤沈下の進行を停止させるよう、その原因でもある地下

水の過剰揚水を規制する必要がある。 

○山桜や里山の保全活用への理解と関心を深め、直接保全管理や調査に関わることで地域が取

り組みやすい環境整備を進めつつ、農林業者や地域コミュニティだけでなく、ボランティアや活

動指導者などの人材育成に取り組みながら、土砂災害対策等も視野に入れた活動に取り組む

必要がある。 

○雨量監視システム（市内９箇所に設置された雨量計）を適切に運用し、土砂災害警戒区域・特

別警戒区域や浸水想定区域内の住民に対して的確な避難情報を提供する体制を整備する必

要がある。 
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リスクシナリオ 6-３ 

  大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態  

（災害廃棄物対策） 

○膨大な量の災害廃棄物が発生するため市内複数箇所に仮置場を確保し、必要な重機、運搬車

両など、災害廃棄物を可能な限り迅速に処理するための処理方策として、桜川市災害廃棄物

処理計画に基づき適正に処理する必要がある。 

 

リスクシナリオ 6-４ 

  事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備等が進まず復興が大幅に遅れる事態 

（地籍整備の推進及び所有者不明土地に関する調査） 

○災害後の円滑な復旧・復興を確保するためには、土地境界等を明確にしておくことが重要であ

るため、地籍調査等により、更なる地籍整備を推進する必要がある。 

○大規模災害時における土地の有効活用が図られるよう、県などとも連携を図りながら所有者不

明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく制度の周知を図る必要がある。 

 

（仮設住宅の迅速な建設に向けた体制強化） 

○応急仮設住宅の建設候補地における建設の実現性を考慮した見直しと、定期的な候補地台帳

の更新を図る必要がある。 

 

（既存ストックの活用による被災者向け住宅の確保） 

○被災者が早期に住居を確保することができるよう、公営住宅等の情報を迅速に把握し、既存ス

トックの活用を図ることができる体制を整備する必要がある。 

 

（自宅居住による生活再建の促進） 

○自宅居住による生活再建を促進するため、被災住宅の応急修理を適確かつ迅速にできる体制

の構築が必要である。 

 

リスクシナリオ 6-５ 

  貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無形の文化の衰

退・損失 

（老朽・空き家対策） 

○犯罪の温床となるおそれのある空き家については、所有者に対して適正管理を促す必要があ

る。（再掲） 

○適正な管理と利活用に向け、空き家などの建物管理・活用に関する意向調査を行うとともに、空

家等活用促進指針に基づく空家等活用促進区域において重点的に空家の活用を図る必要が

ある。（再掲） 

 

（伝統的建造物群保存地区の保存）（再掲） 

○伝統的建造物群保存地区における火災、地震等の各種災害による被害拡大を防ぐため、伝統

的建造物群保存地区防災計画を策定し、消防当局との連携を図りつつ、各種防災施設等を整

備する必要がある。 
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リスクシナリオ６－６ 

  風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による桜川市経済への甚大な

影響 

（市内事業者における事業継続計画：ＢＣＰの普及啓発）（再掲） 

○中小企業における主体的な事業継続計画の取り組みを推進するため、ＢＣＰの事例を市ホーム

ページで公開することで、ＢＣＰの普及啓発を図る必要がある。 

○発災時における市内事業者の事業継続と有害物質の発生及び拡大を防ぐため、関係機関と連

携して法令の定めるところによる保安体制の強化や事業継続計画などの策定を促進し、適正な

保安意識の向上、訓練の徹底、自衛消防組織の育成、危険物等取扱施設の安全性を高める必

要がある。 
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別紙 3 個別施策分野別 脆弱性評価結果 

 

①行政機能／警察・消防／防災教育等 

①－１（市の防災拠点機能の確保）リスクシナリオ１－１、３－２ 

○市庁舎は、市民の安全を守る防災拠点としての役割を果たすため、耐震基準を満たし、大規模

災害時でも７２時間業務継続が可能な非常用発電を備え、自衛隊などの災害派遣の受け入れ

が可能となる新庁舎の整備が必要である。 

○災害対策本部員、災害対策本部事務局職員をはじめ、市職員の災害対応力強化及び防災意

識向上のための訓練を、定期的に実施する必要がある。 

            

①－２（災害情報の収集、伝達体制の確保）リスクシナリオ５－１ 

○住民への情報伝達手段として、防災行政無線をはじめ様々な媒体の活用を促進するとともに、

これらを適切に運用し事象に応じた災害情報を伝える体制の充実を図る必要がある。 

    

①－３（物資、資機材等の備蓄、調達体制の整備）リスクシナリオ２－４、２－５  

○大規模災害発生時には応急復旧に必要な資機材等が不足することが懸念されるので、資機材

を備蓄し定期的に点検、整備を行うとともに県内外の他市町村との相互応援体制の構築を図

る必要がある。 

○避難が長期化する大規模災害発生の際には多くの方が避難することになるため、食料や生活

必需品等の備蓄数量を計画的に確保するとともに、適宜、備蓄状況を公表することが必要であ

る。また災害時には避難所のトイレが使用できなくなることが想定されるので非常用トイレの整

備が必要である。 

○避難が長期化し、市が備蓄している物資だけでは対応が困難となる状況を踏まえ、他自治体や

民間企業との協定を活用し、安定的な物資提供の確保を図る必要がある。 

 

①－４（広域連携体制の整備）リスクシナリオ１－１、１－４、２－１、３－１ 

○災害発生時には地域の中心となり活動にあたる消防団や、各広域関係機関との連絡体制を平

時より十分に整えておく必要がある。 

○関係医療機関との連携を強化し、広域消防との救急体制及び通信連絡体制の構築を図る必

要がある。 

○大規模災害の発生時には、救助・救急活動の不足が懸念されるため、災害時相互応援協定等

を活用するとともに、自衛隊など各機関の応援を受け入れるための受援計画を策定し、円滑な

活動ができる体制を整備する必要がある。さらに、近隣市町村も同時に被災する可能性が高い

ことを踏まえ、応援要請などについて県に対し積極的に働きかける必要がある。 

○土石流発生危険予測渓流には、重点的に県の砂防工事の施工を支援して、土石流の流下を未

然に防止するよう強力に事業を推進するとともに、危険予想地域に警報の伝達・避難等の措置

が緊急時に際して適切に行われるよう整備する必要がある。 

○市、警察、消防機関は、平時から防災に関する情報の収集に努めるとともに、災害発生の危険性

のある地域を把握し、情報を共有する必要がある。 

○広域消防との連携を強化し、必要な消防職員の確保及び技術向上に努めるとともに、消防施設

の整備を進め常備消防力の向上を図る必要がある。 

○災害対応において「自助・共助・公助」のうち、特に自助・共助が重要であることから、自主（地

区）防災組織の結成及び充実に向けた取り組みを促進する必要がある。 

○大規模災害時等における迅速な被災者支援体制を確保するため、茨城県と県内市町村が共同

で構築した罹災証明書や被災者台帳の作成機能を有する「被災者生活再建支援システム」
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①行政機能／警察・消防／防災教育等 

を、県管理の下に運用を図る必要がある。 

 

①－５（施設の復旧・復興を担う人材の育成・確保）リスクシナリオ６－２ 

○災害救助・救命資機材については消防、警察、県が中心に整備を進めているが、これらの機関

で保有することが困難なものがある場合は、市と関係機関とで協議し、整備・備蓄を図る必要が

ある。 

 

①－６（警察・消防等の防災拠点機能の確保）リスクシナリオ１－１、１－２、２－１ 

○消防設備においては複雑化・多様化する災害に対応し、大規模災害に備えて効果的に活動が

できるよう、充実と強化に引き続き取り組む必要がある。 

○災害現場では、情報の伝達を迅速かつ的確に行えるよう、消防通信施設の充実を進める必要

がある。 

○災害時の防災拠点となる学校施設の耐震化率は、平成２７年度時点で１００％を達成している。

学校施設は、大規模災害時に地域住民の避難所として機能し、安全を確保する上で重要な役

割を果たしているため、適切な維持管理に引き続き取り組むことが必要である。 

 

①－７（学校施設の機能強化）リスクシナリオ１－１ 

○学校施設は、児童・生徒の学習・生活の場であるとともに、非常災害時には地域住民の避難所

としての役割も果たすことから、近年の急激な気候変動や高齢化の進行などへの対応も視野に

入れ、その安全性の確保と防災機能の強化は極めて重要である。このため、避難所として備える

べき機能として、体育館等への空調機器の整備が求められていることから、優先順位を検討し

た上で、整備する必要がある。 

 

①－８（学校施設の耐震化）リスクシナリオ１－１ 

○学校施設は、大規模災害時に重要な役割を果たす避難所に利用されることから、耐震性を維持

する必要がある。 

 

①－９（学校施設の老朽化対策）リスクシナリオ１－１ 

○校舎・園舎等の老朽化が進み、修繕を必要とする箇所が多岐にわたり増えている。学校施設に

おける児童・生徒の安全確保、建築物の被害軽減を図るため、計画的な修繕、改修による長寿

命化を図り、安全性、快適性の高い学校施設を確保していく必要がある。 

※文部科学省 学校施設環境改善交付金等を活用 

 

①－１０（小学校・中学校・義務教育学校における防災教育）リスクシナリオ１－１、１－２ 

○児童・生徒及び教職員に対する防災教育や地震・火災を想定して地域や防災機関と連携した

避難訓練、保護者への引き渡し訓練を実施しているが、引き続き継続する必要がある。 

〇市内小中・義務教育学校において、防災担当職員による出前講座（防災授業）を実施し、児童・

生徒やその保護者の防災意識向上に繋がる取り組みを行う必要がある。 

  

①－１１（地域防災力の強化）リスクシナリオ６－１、６－２ 

○地域の防災力を高めるために自主（地区）防災組織の結成、育成を推進していく必要がある。 

○自主（地区）防災組織の育成を推進するとともに、建設業団体との協定を通じて、迅速な復旧が

可能となる体制を整えておく必要がある。 

○火災予防週間などの機会を活用し、市民への防火意識の向上を積極的に図るとともに、平時か
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①行政機能／警察・消防／防災教育等 

ら火災の未然防止を図る必要がある。 

○消防団は、今後も地域防災力を維持していくために、桜川市消防団組織再編計画（令和７年２

月）に基づき、新たな組織体制の構築を図る必要がある。  

○消防団が活動するために必要な救助用資機材搭載型消防ポンプ自動車等や、車庫・詰所等、

車両や施設を優先順位を定めた上で更新する必要がある。 

○大規模災害時等には、消火栓が使用できなくなったり、消防車両の到着が遅れたりすることも想

定されるので、住民の初期消火活動が積極的に行われるよう指導する必要がある。 

○自分の生命や財産は自分で守るという自助の考え方を踏まえ、緊急時に一人ひとりが正しい判

断で行動できるよう防災意識の向上を促す必要がある。 

○避難所を単位とした、地区防災計画の策定を推進する必要がある。 

 

①－１２（防災ＤＸの推進）リスクシナリオ３－２ 

○防災関連業務において、防災ＤＸを推進し、業務の効率化を図る必要がある。 

○大規模災害時等における迅速な被災者支援体制を確保するため、茨城県と県内市町村が共同

で構築した罹災証明書や被災者台帳の作成機能を有する「被災者生活再建支援システム」

を、県管理の下に運用を図る必要がある。（再掲） 

 

①－１３（交通事故等の回避対策）リスクシナリオ３－１ 

○警察及び関係機関の指示のもと、交通安全団体組織による避難誘導や交通整理等の補助員と

して、対応できるよう連携を図る必要がある。 

 

②住宅・都市・住環境 

②－１（住宅、建築物等の耐震化）リスクシナリオ１－１ 

○市は県と連携し、所有者への働きかけ等を通して、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基

づく特定建築物（一定規模以上の建築物で不特定多数の者が利用するもの）の耐震化の促進

を図る必要がある。 

○市は県と連携し、耐震診断等に関する国庫補助金等を活用した事業を実施することにより住宅

の耐震化を促進する必要がある。 

○政府系統資金を導入した融資の斡旋と、民間資金の利用により、耐火、耐震性を有する建築物

の整備促進を図る必要がある。 

 

②－２（市街地整備等）リスクシナリオ１－１、１－２  

○市街地における大規模な地震災害と、これに伴う同時多発火災が発生した場合の避難場所及

び火災延焼防止帯として機能するほか、救護活動等の拠点として利用でき、有効かつ多様な役

割を果たす都市公園、緑地の整備を図る必要がある。 

○市内には、いわゆる人口集中地区（ＤＩＤ地区）は存在しないが、伝統的建造物群保存地区では

木造の古民家が密集していることから、消防水利の不足、進入路の狭隘等消防活動上の課題

を整理した伝統的建造物群保存地区防災計画を策定し、消防当局との連携を図りつつ、各種

防災施設等の整備を図る必要がある。 

     

②－３（防火対策）リスクシナリオ１－２、６－１ 

    ○災害時の緊急活動を支える幹線道路の整備や、地域住民の円滑な避難を確保するための避
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難路となる道路の整備を推進する必要がある。その際、都市の構造、交通及び防災等を総合的

に検討し、特にその効果の著しい広幅員の道路については緊急性の高いものから整備を促進

する必要がある。 

○道路・公園・河川・砂防等の公共施設管理者は、その施設整備に当たり、災害の拡大防止や安

全な避難地・避難路確保等のオープンスペースとしての機能に配慮した整備が必要である。 

○公営住宅等については、不燃化を促進し、周辺環境を考慮した住宅団地そのものの防災面で

の強化を図るとともに、地域の防災拠点として利用できるよう、配置及び機能等を考慮した住宅

団地造りを進める必要がある。 

○文化財の管理者は、防災施設・設備（収蔵庫、火災報知器、消火栓、貯水槽等）の整備促進を

図る必要がある。また、必要に応じて、文化財の所在の明確化及び見学者に対しての、防火のた

めの標識の設置等を検討する必要がある。 

○林野火災予防のために関係機関と連携して、林野火災の多い時期には特に注意喚起を図る必

要がある。 

○林野周辺住民や登山者等への防火意識の向上を図るため、広報活動や林野火災防ぎょ訓練

を継続して行う必要がある。 

○防火林道、防火森林の整備等に努めるとともに、火災に関する警報発令中の火の使用制限の

徹底を図り、多発時期等における監視パトロール等の強化、火入れを行う者に対する適切な対

応等が必要である。 

○消防機関及び事業者は、防火管理に関する講習会を開催するなど防火管理体制の充実を図る

必要がある。 

 

②－４（上下水道施設の耐震化等）リスクシナリオ５－４ 

○水道は、災害時でも安定した給水を確保することが求められている重要な社会インフラであるこ

とから、長期間にわたる供給停止を防ぐために、基幹管路等水道施設の老朽化対策及び耐震

化を着実に進める必要がある。 

○水道の施設設備や水道管路等の老朽化や耐震化対策、技術者の確保などを効果的、効率的

に進められるよう水道事業の広域連携が必要である。 

○下水道施設の下水道ＢＣＰは、策定率（簡易版）１００％であるが、災害時における対応訓練を

重ねながら継続的に見直し、内容の充実を図る必要がある。 

○農業集落排水施設の最適整備構想に基づき、老朽化対策や耐震化を進める必要がある。 

○下水道ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の改築更新及び長寿命化対策工事を進

める必要がある。 

○地震などの災害に強いとされている浄化槽について、使用者による適切な維持管理と老朽化し

た浄化槽の更新を促す必要がある。 

 

②－５（被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止）リスクシナリオ２－４ 

○各家庭における生活必需品や食糧の備蓄確保を促す必要がある。 

○災害発生時に被災者へ飲料水等を速やかに供給するためには、備蓄数量を計画的に確保する

とともに、事業者等との協定に基づき流通備蓄を活用する必要がある。 

〇市内の生産者や事業者と密接な関係を持つ地域商社を仲介役として、災害発生直後の迅速な

食料の調達スキームの確立が必要である。 



■別紙 3 個別施策分野別 脆弱性評価結果 

別紙－34 

 

②住宅・都市・住環境 

②－６（老朽・空き家対策）リスクシナリオ１－１、６－５ 

○犯罪の温床となるおそれのある空き家については、所有者に対して適正管理を促す必要があ

る。 

○適正な管理と利活用に向け、空き家などの建物管理・活用に関する意向調査を行うとともに、空

家等活用促進指針に基づく空家等活用促進区域において重点的に空家の活用を図る必要が

ある。 

  

②－７（災害廃棄物対策）リスクシナリオ６－３  

○膨大な量の災害廃棄物が発生するため市内複数箇所に仮置場を確保し、必要な重機、運搬車

両など、災害廃棄物を可能な限り迅速に処理するための処理方策として、桜川市災害廃棄物

処理計画に基づき適正に処理する必要がある。 

 

②－８（自然災害を考慮した土地利用等）リスクシナリオ１－４、４－４ 

○災害の発生に伴う地すべり、がけ崩れ等の地盤災害を事前に防止するため、危険地域の実態を

把握し、危険な箇所における必要な災害防止策を実施するとともに、地盤の液状化を招く宅地

造成工事の規制を行う必要がある。 

 

②－９（伝統的建造物群保存地区の保存）リスクシナリオ１－２、６－５ 

○伝統的建造物群保存地区における火災、地震等の各種災害による被害拡大を防ぐため、伝統

的建造物群保存地区防災計画を策定し、消防当局との連携を図りつつ、各種防災施設等を整

備する必要がある。 

 

②－１０（地籍整備の推進及び所有者不明土地に関する調査）リスクシナリオ６－４ 

○災害後の円滑な復旧・復興を確保するためには、土地境界等を明確にしておくことが重要であ

るため、地籍調査等により、更なる地籍整備を推進する必要がある。 

○大規模災害時における土地の有効活用が図られるよう、県などとも連携を図りながら所有者不

明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく制度の周知を図る必要がある。 

 

②－１１（仮設住宅の迅速な建設に向けた体制強化）リスクシナリオ６－４ 

○応急仮設住宅の建設候補地における建設の実現性を考慮した見直しと、定期的な候補地台帳

の更新を図る必要がある。 

 

②－１２（既存ストックの活用による被災者向け住宅の確保）リスクシナリオ６－４ 

○被災者が早期に住居を確保することができるよう、公営住宅等の情報を迅速に把握し、既存ス

トックの活用を図ることができる体制を整備する必要がある。 

 

②－１３（自宅居住による生活再建の促進）リスクシナリオ６－４ 

○自宅居住による生活再建を促進するため、被災住宅の応急修理を適確かつ迅速にできる体制

の構築が必要である。 
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②－１４（多様な生態系の保全・再生の促進）リスクシナリオ４－４ 

○市域の山地の多くは、水郷筑波国定公園に指定されており、そのふもとに広がる田園地帯や桜

川、ため池等と一体となって多様な生態系を有していることから、各管理者等との連携により生

態系の保全・再生を図る必要がある。 

 

③保健医療・福祉 

③－１（医療救護施設等の機能強化）リスクシナリオ２－２ 

○医療救護施設等は、災害時に建築物の倒壊等を未然に防止するため、法令等に従い、必要に

応じて耐震化に努めるとともに、災害時における電力供給の途絶に備え、病院等医療機関にお

ける燃料タンクや自家発電装置の設置を推進する必要がある。 

 

③－２（医療救護活動の体制強化）リスクシナリオ２－２、２－６ 

○災害時における医師や看護師等の派遣をはじめとした医療救護活動について、医療関係団体

との協定の締結を進めることにより協力体制の強化を図るとともに、医療関係団体は市が実施

する防災訓練に積極的に参加する必要がある。さらに、協議会の設置又は会議等を通じ、平時

より相互の連携を図る必要がある。 

 

③－３（地域の医療機関の連携）リスクシナリオ２－２、２－６ 

○広域的かつ大規模な災害時には、負傷者が大量に発生し、応急処置・搬送・治療能力等を上

回るおそれがあることから、地域の医療機関の活用を含めた適切な医療機能の提供の在り方

について検討する必要がある。 

 

③－４（医薬品等の供給体制の整備）リスクシナリオ２－２ 

○緊急時における医薬品等の供給のための連絡体制について、医療機関への周知を図り、 災害

時における救急医療への対応に備える必要がある。 

 

③－５（避難行動要支援者対策）リスクシナリオ１－１、１－２、１－３   

○災害時の利用状況を考慮し、避難所の適正配置と充実に努め、市民が安全に避難できるよう

所在地の周知徹底を図るとともに、必要な案内板設置を検討する必要がある。 

○避難行動要支援者の避難支援を迅速かつ的確に行うため、平時から要支援者に関する情報の

把握、防災情報の伝達手段、伝達体制の整備及び避難誘導等の支援体制を確立する必要があ

る。 

○路面の平坦性や有効幅員を確保した避難路の整備、車いすにも支障のない出入口のある避難

所の整備、明るく大きめの文字を用いた防災標識の設置等、要配慮者に配慮した防災基盤整

備を促進していく必要がある。 

○市や行政区においては、自主（地区）防災組織、民生委員児童委員・支援協力者等が連携し、

発災時に自助、共助により安否確認や避難を実施する必要性があることから、要支援者が迅速

に避難できるよう、避難行動要支援者避難行動計画（全体計画・個別計画）に基づき、平時か

ら円滑な支援体制を確立する必要がある。 

○学校施設が罹災あるいは地域の避難施設となり、通常の教育ができなくなった場合は、教育関
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連機関や防災担当部局等が緊密に連携し、児童・生徒の安全及び教育を確保する必要があ

る。 

○巡回相談チームの編成を想定し、健康状態の把握や適切な保健指導が実施できるよう各種の

情報を共有し、子ども、高齢者や外国人等にも配慮した総合的な支援体制を整える必要があ

る。また、関係機関と連携し、予防接種の必要性を周知するとともに、感染症の発生やまん延を

防止し、公衆衛生の維持向上を図る必要がある。 

 

③－６（要配慮者利用施設における避難確保計画の策定等促進）リスクシナリオ２－３ 

○市内の要配慮者利用施設に対し、県などとの連携を図り、水防法等に基づく避難確保計画の

作成や避難訓練の実施を促進するとともに、タイムラインの作成や多様な防災関係機関との連

携を通じて、各種訓練の実施を支援する必要がある。 

 

④産業・エネルギー 

④－１（市内事業者における事業継続計画：ＢＣＰの普及啓発）リスクシナリオ４－１、４－２、６－６    

○中小企業における主体的な事業継続計画の取り組みを推進するため、ＢＣＰの事例を市ホーム

ページで公開することで、ＢＣＰの普及啓発を図る必要がある。 

○発災時における市内事業者の事業継続と有害物質の発生及び拡大を防ぐため、関係機関と連

携して法令の定めるところによる保安体制の強化や事業継続計画などの策定を促進し、適正な

保安意識の向上、訓練の徹底、自衛消防組織の育成、危険物等取扱施設の安全性を高める必

要がある。 

 

④－２（ライフラインの災害対応力強化・早期復旧）リスクシナリオ５－３、５－４、５－５  

○主要な市街地等と高速道路のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路情報ネットワークシ

ステム、道路防災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の整備を促進する必要がある。  

○災害発生時におけるライフライン機能の維持・確保や早期復旧を図るため、電気、ガス、上下水

道、通信などのライフライン関係機関と連携しながら、発電施設、ＬＰガス充てん所における緊急

時に備えた訓練の実施など、災害対応力の強化を図る必要がある。また、発災後の早期復旧に

向けて、関係機関の連携等により、装備資機材の充実、情報共有などの必要な体制整備を図る

必要がある。 

      

④－３（大規模災害発生時の緊急給油対策）リスクシナリオ５－３  

○災害発生時には、使用可能な給油所が限られる場合があることを踏まえ、石油業組合との協定

に基づき、必要な車両や施設への優先的な給油を確保するため、連絡体制を整えておく必要が

ある。  
 

④－４（エネルギーの供給源の安定化）リスクシナリオ５－２、５－３ 

○災害発生時の停電を回避するため、公共施設や福祉施設等の避難所において、自家発電設備

や燃料の備蓄を図る必要がある。 
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⑤情報通信・交通・物流 

⑤－１（情報通信ネットワークの整備）リスクシナリオ２－４、５－１ 

○防災行政無線については、既に整備が完了しているが、その適正な運用を維持するため、引き

続き維持管理に取り組む必要がある。 

○公共施設個別施設計画の策定にあたり、電気設備についても現地調査を実施し、老朽化した

設備の早期発見及び補強措置を講ずるほか、計画的な設備更新を行い、設備の安定化を図る

必要がある。 

○避難所開設時に、フリーＷｉ－Ｆｉスポット導入先を検討する必要がある。 

 

⑤－２（災害情報の収集、伝達体制の確保）リスクシナリオ５－１ 

○関係機関による巡回や行政区区長等からの報告により情報を得られることもあるが、必要に応

じて県の防災ヘリの要請やドローンによる偵察も行う必要がある。 

○全国瞬時警報システム（Ｊアラート）自動起動装置や防災行政無線など、市民への情報を確実

かつ迅速に提供するための手段の更なる多様化を図る必要がある。 

○区長を通じて直接情報を伝達する場合もあるため、自主（地区）防災組織の情報班をはじめ、

組織体制の構築を推進する必要がある。 

○災害発生時に正確な情報を発信するため、状況に応じて発信すべき情報や情報発信手段をシ

ミュレーションする必要がある。  

○住民への情報伝達手段として、防災行政無線をはじめ様々な媒体の活用を促進するとともに、

これらを適切に運用し事象に応じた災害情報を伝える体制の充実を図る必要がある。（再掲） 

○住民に対し、確実に情報を発信できるよう、防災行政無線拡声子局のバッテリーを定期的に

更新する必要がある。また、老朽化した拡声子局パンザマストを優先順位を定めたうえで更新

していく必要がある。 

 

⑤－３（情報伝達手段の多様化）リスクシナリオ５－１ 

○避難情報などの緊急情報を住民に迅速かつ確実に伝達するため防災アプリを構築したが、防

災行政無線の内容が聞こえない場合やアプリの不具合が発生した場合でも、確実に情報伝達

が行えるよう、更なる伝達手段の多様化を推進する必要がある。 

 

⑤－４（道路等の防災・減災対策及び耐震化）リスクシナリオ１－１、５－５ 

○国道及び県道の拡幅について国や県に対し積極的に要望し、それに伴い幹線道路を連絡する

補助幹線道路を整備する必要がある。 

○幅員の狭い市道の拡幅、又は老朽化した舗装道路の補修整備を図る必要がある。 

○橋梁の点検を実施し、老朽橋の架替え、補修、補強を行い、災害時における応急救助活動や避

難時の安全性の確保を図る必要がある。 

○災害時における交通の安全、緊急輸送の確保のための交通応急対策については、道路管理者

（市道においては市長）、公安委員会、警察その他関係機関の協力のもとに、本計画の定めると

ころにより実施する必要がある。 

○各道路管理者との協力のもとに、桜川市バス（ヤマザクラＧＯ）の運行ルートの防災、震災対策

や緊急輸送道路の洪水・土砂災害対策等を着実に推進する必要がある。 

○道路管理者は、安全性・信頼性の高い道路整備を進めるため、計画的かつ総合的な視点に立
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⑤情報通信・交通・物流 

って、道路施設の整備を行う必要がある。特に、道路脇の水路、電柱上の高圧トランスなど、道路

利用者並びに道路に付帯する構造物等に留意し、安全対策を図る必要がある。 

   

⑤－５（緊急輸送体制の整備）リスクシナリオ１－１、５－５ 

○市内の防災活動拠点（市庁舎、警察署、消防署）、輸送拠点（道路、鉄道駅、臨時ヘリポート、物

資集積場等）、防災備蓄拠点を有機的に結ぶ道路網を主体とした安全性、信頼性の高い緊急

輸送ネットワークの整備を推進する必要がある。 

○緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、茨城県都市計画道路再検討指針に基づく都

市計画道路の再検討結果等とも連携しつつ、主要な市街地等と高速道路のアクセス強化、ネッ

トワーク機能の向上、道路情報ネットワークシステム、道路防災対策等を通じて安全性、信頼性

の高い道路網を整備する必要がある。 

○行政区域内の緊急輸送道路の被害状況、緊急道路上の障害物の状況を把握し、速やかに県に

報告する。また、県指定の緊急輸送道路と、災害対策本部、避難所、ヘリポート、救援物資集積

場所等、防災重要拠点とを結ぶ市道について啓開し、応急対策の実施体制の確保を図る必要

がある。 

 

⑤－６（緊急輸送道路の整備）リスクシナリオ５－５ 

○人命救助や生活物資・資機材等の広域的な緊急輸送を行うため、緊急輸送道路を指定する必

要がある。指定された緊急輸送道路の管理者は、最新の国の基準や国の点検要領に基づき、

災害に対する強度の調査を行い、必要な整備を順次実施するとともに、被災箇所の優先復旧を

図るため、必要な資機材の確保等、早期復旧のために必要な対策をあらかじめ検討しておく必

要がある。 

 

⑤－７（孤立の可能性がある地域における対策の推進）リスクシナリオ２－４ 

○道路及び橋梁が被害を受けて、その早期復旧が困難で交通に支障をきたす場合に対処するた

めに、重要な道路に連絡する迂回道路をあらかじめ調査して、緊急事態に備える必要がある。 

○道路状況や通信手段の確保状況から孤立が予想される地域について、事前に状況を把握する

よう努め、過去の災害事例を参考にするとともに、消防署や消防団などの防災関係機関から意

見を聴取する必要がある。 

○孤立の可能性がある地域では、地域の代表者（区長等）と、災害発生時の防災情報提供体制

を整備する必要がある。 

○孤立の可能性がある地域において、救出救助や物資投下のための緊急ヘリポート用地（校庭、

空き地、休耕田等）を選定・確保しておく必要がある。 

 

⑥農林水産 

⑥－１（農業水利施設等の老朽化対策及び耐震化）リスクシナリオ１－４、４－３ 

○被災した場合に農業生産への影響が大きい農業用ため池や排水機場等の基幹的農業水利施

設の老朽化対策及び耐震化に向けた取り組みを推進する必要がある。 
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⑥農林水産 

⑥－２（農林水産業に係る生産基盤等の災害対応力の強化）リスクシナリオ１－４、４－４、６－１ 

○災害発生時の被害を最小化するため、基幹的農業水利施設等の機能診断、治山対策等のハ

ード対策を進めるとともに、地域コミュニティと連携した施設の保全、管理等のソフト対策を組み

合わせた対策を推進する必要がある。 

○農地や農業水利施設等については、地域コミュニティの脆弱化により、地域の共同活動等によ

る保全管理が困難となり、地域防災力・活動力の低下が懸念されるため、地域の主体性・協働

力を生かした地域コミュニティ等による農地・農業水利施設等の地域資源の適切な保全管理

や自立的な防災・復旧活動の体制整備を推進する必要がある。 

○森林については、適切な森林の整備や山地災害の危険性の高い箇所を優先に着手するなど、

総合的かつ効果的な治山対策の推進が必要である。 

○多様な生態系を有する農地や森林の荒廃を防止するため、県や市鳥獣害対策協議会などとも

連携を図り効率的な有害鳥獣対策を推進する必要がある。 

 

⑥－３（林道等の整備）リスクシナリオ５－５ 

○災害発生時における避難路や代替輸送道路を確保するため、迂回路として活用しうる林道を把

握し、整備を推進する必要がある。 

 

⑦国土保全 

⑦－１（河川改修等の治水対策）リスクシナリオ１－３、１－４ 

○洪水による水害を予防するため桜川改修期成同盟会等の活動を通して、国、県、流域自治体等

とも連携を図り、氾濫を防ぐ・減らす、被害対象を減らす、被害の軽減・早期復旧・復興に資する

施策の総合的な展開を図る必要がある。 

○桜川沿岸や観音川沿岸は、警報級の大雨の際に流域一帯が冠水し農作物等に被害が発生す

るので、その未然防止対策を講じる必要がある。 

○県が洪水浸水想定区域を指定したことに伴い、河川が氾濫した場合に浸水する恐れのある区

域や災害時に避難等の適切な行動をとっていただくためのハザードマップを作成し、土砂災害

と併せて住民に周知する必要がある。 

 

⑦－２（総合的な土砂災害対策の推進）リスクシナリオ１－３、１－４、６－１、６－２ 

○急傾斜地崩壊対策事業の推進に向け、国や県等に対し協力を要請し、治山事業・森林整備や

まちづくりと一体となった土砂災害対策工事の施工を進めるとともに、危険予想箇所の調査を

行い、危険区域ごとにその範囲・面積・人口・世帯数・建物等について、県が実施する調査結果

等をもとに、予想される災害について被害状況を検討する必要がある。 

○土砂災害の危険区域や災害時に避難等の適切な行動をとっていただくためのハザードマップを

作成し、洪水災害と併せて住民に周知する必要がある。（再掲） 

○地盤沈下は、地震水害の被害を増大させたり、建築物、土木建造物等の耐震性の劣化につな

がる可能性が指摘されているため、地盤沈下の進行を停止させるよう、その原因でもある地下

水の過剰揚水を規制する必要がある。 

○山桜や里山の保全活用への理解と関心を深め、直接保全管理や調査に関わることで地域が取

り組みやすい環境整備を進めつつ、農林業者や地域コミュニティだけでなく、ボランティアや活
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⑦国土保全 

動指導者などの人材育成に取り組みながら、土砂災害対策等も視野に入れた活動に取り組む

必要がある。 

○雨量監視システム（市内９箇所に設置された雨量計）を適切に運用し、土砂災害警戒区域・特

別警戒区域や浸水想定区域内の住民に対して的確な避難情報を提供する体制を整備する必

要がある。 

 

⑦－３（土砂災害防止施設等の長寿命化対策）リスクシナリオ１－４ 

○土砂関連災害を未然に防止し、あるいは最小限にとどめるため、国や県などの協力を得て災害

対策工事を進めるとともに、地すべり防止等予防事業の促進を図る必要がある。 

 

 

 


